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本冊子の取り扱いについて 

 本冊子に記載された内容は、「まちぐるみ安全点検」の事前アンケートと当日

の話し合いで各班からでた意見をまとめたものです。 

そのため、改善策（案）等の内容によりましては、地権者の方の理解や協力、

周辺住民の同意等が必要となり、簡単には実施できないもの、また改善するには

多額の費用や期間を必要とするもの等があり、本冊子の改善策（案）のとおりに

改善が可能なものと、困難なものがあることをご承知おきください。 

実際の改善に当たっては、各班での検討結果を参考に、関係機関と協議を行い、

実施可能なものから順次行ってまいりたいと考えております。 

今後とも「まちぐるみ安全点検」にご理解、ご協力をお願いいたします。 
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平成２９年度 大和市まちぐるみ安全点検 実施要領 

 

１．目的 

まちぐるみ安全点検は、地域の方々と共にまちの交通・防犯上の危険箇所の点検

や改善策の検討を行うことにより、行政や地域住民、関連団体の連携や理解を深め、

交通・防犯環境を改善することを目的としています。 

   また、点検結果を公表することで、地域住民の交通安全・防犯に対する関心を高

め、共通認識の形成を図ります。 

 

２．対象 

   まちぐるみ安全点検では、県道・国道を含む市内道路及びその周辺の交通安全施

設（信号機、道路標識、道路標示など）等を対象としています。 

ただし、小学校の通学路については、今年度から「（仮称）大和市通学路交通安全

プログラム」で対策を検討することになったため､点検の対象としていません。 

 

３．点検路線・区域 

＜点検路線・区域の選定＞ 

市内交通事故多発箇所（※同年中に、同一箇所で 2 回以上事故が起きている箇

所）等を参考に、緊急の安全対策が必要と考えられる路線を選定し、その路線付近

の自治会を対象とします。 

また、選定した路線が長距離に及ぶ場合は、その中で特に安全対策が必要な区間

を対象とします。 

 

＜今年度点検路線・区域＞ 

①公所中央林間線（中央林間駅周辺）区域 

⇒中央林間内山、中央林間西、中央林間北自治会 

②南大和相模原線（大和市役所周辺）区域 

 ⇒長堀、ダイアパレス鶴間、オハナ鶴間ガーデニア、大和原、 

モア・ステージ大和、鶴間、鶴間台、一之関、ＬＭ大和自治会 

 

＜日程・会場＞  

①平成３０年３月２７日（火） 会場：コミュニティセンター中央林間会館 

  ②平成３０年２月１５日（木）  会場：コミュニティセンター深見北会館 

 

４．参加者 

行政   ・・・神奈川県、大和市 

自治会  ・・・自治会長、交通安全・防犯に関心のある自治会員 等 

  関連団体 ・・・交通安全団体、防犯団体 

（各区域合計３０名程度） 
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５．問題点の抽出・点検（事前準備） 

●問題点の抽出 

参加者に事前アンケートを実施し、危険箇所、問題点等を抽出します。 

●現地確認 

事前アンケートをもとに、市職員が事前に現地を調査、確認します。 

（現地写真を撮影） 

●点検項目 

 点検項目 具体的内容 

交通安全 

道路・路面の状態 

・道路標示（横断歩道・停止線等） 

・路面の状況（凹凸・段差等） 

・交差点の見通し・死角 

施設の状況 
・信号機 ・標識 ・カーブミラー 

・ガードレール ・車止め等 

人・車・自転車の 

相互関係 

・駐停車による影響 

・横断歩道以外の横断状況 

・歩道、自転車通行帯の整備 

・交通マナー・モラル等 

道路と沿道の状況 
・生垣・植栽のはみ出し 

・看板などの障害物等 

防犯 

見通し（死角） ・障害物 ・公園の植栽等 

暗がり ・防犯灯等 

人通り ・人通り ・人家、店舗等 

 

６．改善案の検討 

●１～３班程度に分け、各班 10 人前後のグループを編成します。 

●事前にでた危険箇所等から、各班で優先して改善すべき危険箇所を選定し、その 

改善策等について、「それぞれの立場から何ができるのか」という視点から話し 

合います。 

 

７．検討結果の発表 

各班が、優先して改善すべき危険箇所について問題点と改善案を発表し、全体で検

討結果を共有します。 

 

８．各管理者による講評 

 市より、危険箇所についての対応等についてお話します。また、大和警察署より発

表内容を受けての、講評があります。 

 

９．点検結果の公表 

  点検結果を整理し、交通安全・防犯上の問題点に対し、改善に取り組みます。 

また、地域住民の交通安全・防犯に対する関心を高めるため、結果を公表します。 
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プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

     

 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

１３：００  開会・説明（２０分） 

    ・まちぐるみ安全点検の目的・本日の流れ（１０分） 

・事前説明事項（１０分） 

  

１３：２０  話し合い（１１０分） 

・自己紹介・役割決定（５分） 

  ⇒書記、発表者を決定。※市職員は進行役を務める。 

 

:::１３：２５  ・危険箇所等の情報共有（１５分） 

 ⇒事前アンケートの危険箇所、交通事故多発箇所の情報を共有する。 

 

:::１３：４０  ・優先して改善すべき危険箇所の決定（１５分） 

  ⇒話し合いシートから、優先的に解決すべき危険箇所を３箇所決める。 

   ※全体の危険箇所が少ない場合は、３箇所に限定しない。 

 

:::１３：５５  ・３箇所の危険箇所について話し合い（６０分） 

⇒優先度が高い順に改善策を考える。 

⇒危険箇所の現状や問題点を共有し、どういう状況が望ましいか、 

改善するためにそれぞれの立場から何ができるのかを話し合う。 

 

:::１４：５５   休  憩（１０分間） 

 

 

:::１５：０５  ・発表準備（１５分） 

⇒話し合った内容を発表できるようまとめる。 

 

１５：２０  発  表（３０分） 

         ⇒各班１０分を目安に発表する。 

         ⇒危険箇所の所在地、現状、問題点、望ましい姿、改善策（案） 

等を、地図や写真を使いながら発表。 

 

１５：５０  総  評（１０分） 

・大和警察署からのお話 

・まちぐるみ安全点検について（都市施設総務課） 

 

１６：００   閉  会 
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当日の様子 

１． 開会・説明 （全体） 

 当日の流れや代表的な交通安全対策、防犯灯について、プロジェクター等を使用して説明しました。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
２．話し合い （各班） 

事前アンケートをもとに各班で話し合いを行い、改善策（案）の検討、発表準備を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 発表 （全体）                    ４．総評（全体） 

 各班で話し合った現状・問題点・改善策（案）等の内容を全体    発表の内容やまちぐるみ安全点検 

に向けて発表しました。                     全体について、警察・主催者からの 

総評がありました。 

 

地図で点検箇所を示し、プロジェクターで現地の写真を見 

せながら、現状・問題点・改善策案について各班の代表者 

が発表し、参加者全体で点検内容を共有しました。 

 

  

大和警察署から、発表内容や大和市の

交通安全等の現状について、お話があ

りました。 

 

開会の挨拶の後、市職員により、代表的な交通安全対策について説明がありました。 

                     

危険箇所について、現地の写真・地図を 

見ながら改善策（案）を話し合いました。 

 

３班に分かれ、事前アンケート（各地区の危

険箇所等を事前にご提出いただいたもの）の

内容を共有しました。 

画面拡大 

  

 



長 堀 自 治 会 大 和 原 自 治 会

モ ア ・ ス テ ー ジ 大 和 自 治 会 鶴 間 台 自 治 会

一 之 関 自 治 会 LM 大 和 自 治 会

大和市交通安全母の会連絡協議会 大 和 市 交 通 指 導 員 連 絡 協 議 会

大 和 市 防 犯 協 会

大 和 警 察 署
( 発 表 ・ 総 評 の み 参 加 )

厚 木 土 木 事 務 所
東 部 セ ン タ ー

            参加人数　２９名 各班人数
                     　（内訳） 　　　　 　１班　　　  　7名
　　 自治会                      13名 　　　　 　２班　　  　　8名
　 　 　　　　 　３班　　 　　 9名
　 　交通安全・防犯団体　　3名
　 　行政機関　　　　　　　3名

　　     ※参加人数のうち市職員3名、警察2名

　　 市職員　　　　　  　  10名 　　　     は話し合いに参加しないため、各班

　　　     人数には含まれない。

　　　       

都 市 施 設 総 務 課 （ 都 市 ） 道 路 安 全 対 策 課 （ 道 路 ）

土 木 管 理 課 あ あ （ 土 木 ） 生 活 あ ん し ん 課 （ 生 活 ）

学 校 教 育 課 あ あ （ 学 校 ）

大 和 警 察 署 （ 警 察 ）
厚 木 土 木 事 務 所
東 部 セ ン タ ー （ 県 ）

※管理者等名については、以降（）内の標記を使用。

県・国

交 通 安 全 関 連 団 体

行　政　機　関

参　加　団　体　一　覧　表

自  　治  　会

防犯関連団体

市

管　理　者　等　一　覧　表

5
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点検区域全体図・班割り 
 

 

 

 

 

 

 

 

対象自治会： 

1 班：長堀、ダイアパレス鶴間、 

1 班：オハナ鶴間ガーデニア、大和原、 

1 班：モア・ステージ大和 

2 班：鶴間、鶴間台 

3 班：一之関、ＬＭ大和 

まちぐるみ安全点検実施区域 

南大和相模原線 

1 班 

2 班 

3 班 



交通事故多発箇所（※各班の地図に位置を表示しています）

地図 № 発生年
事故
件数

場所 最寄りの店舗等 事故の詳細 日付 時間

普乗が直進時、横断歩道横断中の自転車と側面衝突 7月20日 9:30

普乗が二種原と普乗に追突 12月20日 14:49

普乗と歩行者が接触 5月13日 21:50

軽四貨が自転車に側面衝突したもの 5月25日 9:30

普乗が横断歩行者に衝突 9月19日 8:56

普乗が自転車と出合頭衝突 10月28日 16:37

軽四貨が自転車と衝突 12月9日 16:12

軽二輪が二種原に追突 5月16日 20:00

普乗が軽四乗に接触 3月9日 7:20

普乗が原付に追突後、原付が普乗に追突 11月9日 12:09

普貨が普乗に追突 2月7日 11:55

普乗が大貨に追突 6月22日 4:40

中貨が軽四貨に追突 4月8日 12:37

普貸が普乗に追突 8月28日 18:34

軽四乗が横断歩行者と衝突 4月11日 16:35

普乗が停止中の普乗に追突 4月26日 11:31

普乗が左折時、軽二輪に接触 2月24日 22:00

軽四乗が右折時に自転車と衝突 10月24日 17:36

普乗が軽四貨に出合頭衝突 3月14日 7:08

普乗が軽四乗と衝突 4月30日 11:19

警察から４件と回答あり、日時詳細不明

警察から４件と回答あり、日時詳細不明

軽四乗が普乗に追突 2月7日 19:50

普乗が普乗に追突 8月23日 16:50

軽四貨が自転車を追い抜き時に接触 7月7日 11:00

普乗が軽四乗に追突 10月22日 16:12

普乗が普乗に追突 10月22日 18:15

軽四乗と車両12台が絡む接触 5月27日 11:32

普乗が停止中の軽四乗に追突 8月6日 17:30

普乗が普乗に追突 4月5日 18:25

軽四乗が軽四乗に追突しさらに普乗に追突 8月2日 17:15

中貸が渋滞停止中の普乗に追突 10月30日 19:40

普乗が軽四乗に追突 12月15日 17:20

軽四貨が横断歩行者と接触 4月19日 14:22

甲と乙が衝突 6月17日 17:45

普乗が軽四乗に側面衝突 1月23日 16:58

大自二が二種原に追突 5月15日 13:45

軽四貨が横断歩行者と衝突 9月4日 16:13
普乗が普乗に追突し、押し出された普乗が前車に追突し
た

12月28日 16:25

普貨が普乗に側面衝突 5月4日 19:35

普乗が普乗に追突 5月8日 12:35

普乗と自転車の出合頭衝突 8月5日 13:35

普乗が歩行者と接触 8月6日 13:07

普乗が原付に衝突 8月31日 9:55

普乗が後退時、後方停止中の普乗に正面衝突 10月28日 12:10

軽四乗が普乗に追突後、普乗が普乗に追突 4月3日 13:23

軽四乗が歩行者に衝突 7月22日 12:17

軽四乗が右折時に原付きに側面衝突 8月31日 14:15

普貨と普自二が衝突 10月1日 8:41

普乗が普乗に追突 1月22日 11:15

普乗が左折時に自転車と接触 6月29日 15:20

普乗が信号停止中の普乗に追突したもの 9月14日 14:40

普乗が自転車に側面衝突 3月12日 9:07

普乗が停止中の普乗に追突し、追突された普乗も停止中
の普乗に玉突き追突

5月6日 13:33

普乗が右折時に原付と衝突 12月7日 17:41

普乗と自転車が衝突 1月4日 10:44

普乗が右折時、原付と接触 1月26日 13:10

イオン鶴間店地下駐車場。当時者甲が後退時に停止中の
当事者乙に衝突

3月23日 11:20
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地図 № 発生年
事故
件数

場所 最寄りの店舗等 事故の詳細 日付 時間

普通乗用が自転車と衝突 1月29日 8:35

普乗が歩行者に衝突 3月29日 16:55

普通乗用が停止中の普通乗用に追突 5月31日 17:55

普乗が横断中の自転車に側面衝突 3月16日 11:44

軽四乗が自転車に側面衝突後、ポール等に衝突 4月10日 10:50

甲が乙に衝突後、丙に衝突 11月5日 14:55

甲が後退時、乙に衝突 11月5日 14:55

普乗が自転車と側面衝突 3月17日 8:53

普乗が自転車と衝突 8月15日 23:32

普乗が渋滞停止中の普乗に追突 3月20日 16:55

普乗が二種原と接触し、転倒させて逃走 5月15日 14:31

普貸が左折時に自転車と接触 3月6日 13:20

普乗と軽四乗が側面衝突 6月26日 16:04

普乗が普乗に追突 4月3日 16:00

普乗が普乗に追突 11月29日 19:20

普乗が普乗に追突 3月23日 16:12

普乗が普乗に追突した 11月10日 12:29

中貨が横断歩行者と衝突 6月20日 14:46

普乗と普乗が側面衝突 8月30日 10:22

普乗が普貸に追突 12月3日 6:30

普乗が軽四乗に追突 3月8日 0:31

普乗が右折時に対向の軽二輪と衝突 7月12日 22:35

普乗が軽四貸に追突 10月11日 13:41

普貸が軽四貸に追突 10月25日 5:10

普乗が普乗に追突 2月11日 18:35

普乗が普乗に追突 8月7日 20:25
タクシーが直進時、横断歩道上を直進中の自転車に側面
衝突

8月3日 10:38

車種不明が二種原と接触 10月6日 9:45

普乗が普乗に追突 3月5日 11:50

普乗と自転車が衝突 12月15日 17:58

普乗が普乗に追突 4月22日 8:50

普貨が右折時に歩行者に衝突 6月23日 20:20

普乗が左折時に自転車と衝突 11月16日 11:24

軽四乗と普自二の驚愕転倒 4月27日 13:50

普乗と自転車の出合頭衝突 5月27日 5:50

甲と乙が出合頭 7月1日 8:51

軽四乗が軽四貸に側面衝突後、縁石に接触 9月21日 5:58

普乗が左折時に自転車に側面衝突 1月25日 9:10

普貸が大自二に接触 4月1日 8:25

普通乗用が信号待ち停車車両に追突 2月24日 21:00

普貨が普乗に追突した後、普乗がタクシーに追突 6月27日 23:53

普乗が進路変更時に普自二と接触 3月29日 22:10

普乗が普乗に追突 5月18日 8:22

普乗が普貨に追突 1月27日 14:06

普乗が普乗に衝突 2月28日 15:30

普乗が交差点を左折時、自転車と接触 3月11日 8:05

軽四乗が歩行者と接触 9月28日 1:55

ﾄﾚｰﾗｰが普乗と中貨に玉突き追突 1月25日 16:17

普乗と二種原が接触 6月28日 18:20

中貨が普貨に追突 7月25日 8:05

原付と原付が接触後、軽四乗に接触 8月26日 8:20

大貨が普乗に追突後、押し出された普乗が大貨に追突 12月15日 5:50

普乗が右折時、直進してきた原付車と衝突 12月24日 18:20

普乗が自転車と側面衝突 5月10日 14:22

普乗が普乗に追突 10月28日 12:02

用語解説：普　乗　⇒　普通乗用車　　　　　　軽四乗　⇒　軽自動車

用語解説：普　貨　⇒　普通貨物車　　　　　　軽四貸　⇒　軽貨物車　　　　　　中　貨　⇒　中型貨物自動車

用語解説：大　貨　⇒　大型貨物自動車

用語解説：二種原 ⇒　小型自動二輪車　　　原　付　⇒　原動機付自転車
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南大和相模原線 

（市役所周辺）区域 

１．長堀・大和原付近 
 

２ 
３ 

４ 

５ 

６ 

８ 

横断歩道の設置 

20～30km/hの速度標識設置 

20km/hの速度標識設置 

タイヤ乗り越え防止柵の設置 

７ 

◎○(2) 

◎● 
(1) 

◎●(3) 

◎(4) 

●(5) 

〇(6) 
◎●(7) 

〇●(8) 

１ 

まちぐるみ安全点検実施区域 

小学校通学路 

◎ 平成２６年交通事故多発箇所 ５箇所 

〇 平成２７年交通事故多発箇所 ３箇所 

● 平成２８年交通事故多発箇所 ５箇所 

10 

9 

9 
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№ 
区

分 
所在地・現地写真 現状・問題点 意見・アイデア等 改善策（案） 

管理者 

等 
対応結果及び今後の対応 

1 
交

通 

大和市下鶴間 2769～2844 付

近 道路 

 

 

 

事

前 

＜現状＞ 

・迂回路として車両通行量が多

く、速度が速い。 

（40 ㎞/h くらいで走る車も

多い。） 

・特に、朝夕が多い。 

・2769～2844 は道路巾≒4

ｍの緩いカーブで車両の双方

向走行不可。 

＜問題点＞ 

・通学路でもある。 

・2769～2844 は道路巾≒4

ｍと狭く(双方向走行不可）、

道路沿いに住宅が密集し、玄

関からすぐ道路になってい

る。 

 

①「20 又は 30 ㎞/h」

の速度標識設置又

は路面標示。 

①警察 

①速度標識及び路面標示について

は、交通管理者である警察の所管

となるため、大和警察署に要望を

伝えます。（短期） 

回答：市（道路） 

②通学路帯の設置。 
②市 

（道路） 

②要望箇所につきましては、幅員が

狭く、通学路帯（グリーンライン）

及び外側線を引くことができませ

ん。 

 回答：市（道路） 

当

日 

＜現状＞ 

・道路の幅員が狭い。 

・迂回する車の交通量が多い。 

・車の速度が速い。（40km/h) 

＜問題点＞ 

・道路が狭いのに、車がスピー

ドを出している。 

 

 

・速度規制(20 又は 30

㎞/h)の路面標示を設

置してほしい。 

・注意喚起看板（速度落と

せ等）は、道路の端に設

置するため、運転手から

視認しにくいので、路面

標示を設置してほしい。 

速度規制(20or30 ㎞

/h)をした上で、制限

速度の路面標示を設

置する。 

警察 

交通規制及び路面標示について 

は、交通管理者である警察の所管 

となるため、大和警察署に要望を 

伝えます。（短期） 

回答：市（道路） 
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№ 
区

分 
所在地・現地写真 現状・問題点 意見・アイデア等 改善策（案） 

管理者 

等 
対応結果及び今後の対応 

2 
交

通 

大和市下鶴間 2771-62 ～

2771-91 付近 道路 

 

事

前 

＜現状＞ 

・迂回路としてこの≒4m 巾道

路の通行が多い。特に、朝夕

が多い。 

・歩行者は道路幅が狭いので、

逃げ場がなく危険である。 

・一方通行では無いので待機車

両もある。 

＜問題点＞ 

・道路沿いに密集した住宅、住

民は玄関からすぐ道路であ

り、この道路の歩行を避けよ

うがなく非常に危険である。 

・一方交通規制は、近接はもち

ろん周辺住民の意見が優先

であり纏るのに難儀である

と思われる。 

 

・路面標示だけでは、運転

手の確認視認性に欠け

る。 

・効果のある改善が必須。 

「20 ㎞/h」の速度標

識設置と路面標示の 2

つを設置する。 

警察 

速度標識及び路面標示については、

交通管理者である警察の所管となる

ため、大和警察署に要望を伝えます。

（短期） 

回答：市（道路） 

当

日 

＜現状＞ 

・厚木街道の下鶴間 2 丁目信号

交差点を北上すると、リラの

丘公園を過ぎたあたりで、急

に道路の幅員が狭くなる。 

＜問題点＞ 

・急に道路の幅員が狭くなる。 

 

・速度規制(30 ㎞/h)の路

面標示を設置してほし

い。※注意喚起看板（速

度落とせ等）は、道路の

端に設置するため、視認

しづらいので、路面標示

を設置してほしい。 

速度規制(30 ㎞/h)を

した上で、制限速度の

路面標示を設置する。 

警察 

交通規制及び路面標示については、

交通管理者である警察の所管となる

ため、大和警察署に要望を伝えます。

（短期） 

回答：市（道路） 
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№ 
区

分 
所在地・現地写真 現状・問題点 意見・アイデア等 改善策（案） 

管理者 

等 
対応結果及び今後の対応 

3 
交

通 

大和市下鶴間 277１－1～

2773 付近 道路 

 

 

 

事

前 

＜現状＞ 

・バス通り、双方向走行道路、

車両通行量多く、速度が速い

（殆どが≒40 ㎞/h 又はそ

れ以上） 

・歩行者は通学路帯を通るが、

路帯まで車両が入り込み（道

路が狭いため）非常に危険 

・特に、朝夕が酷い 

＜問題点＞ 

・バス通りのため、歩道緑石及

びガードレール等の設置は

市の規制で不可能と言われ

た。 

・バス又は大型がすれ違う時

は、通学路帯迄入り込み歩行

者は非常に危険。 

・「速度おとせ」の路面標示が

あるが、車両の速度が速い

（殆どが≒40 ㎞/h 又はそ

れ以上） 

・路面標示は現在あるが、運転

手の確認の視認性に欠けて

いるためか守られていない。 

 

・効果のある改善が必   

 須 

・「ゾーン 30*」は検証

結果効果有 

警察庁発表:H29.12.7 

  "事故が 23％超減少、

死亡・重傷事故は 27%

減少" 

  *通学路含む道路の 30

㎞/h 以下の速度規制 

・「30 ㎞/h」の速度

標識設置と”ゾーン

30”又は速度の路

面標示の 2 つ 

（速度おとせ、徐行で

は 効 果 が 無 い ） 

㊟：この道路は通学

路としても 120 名

程利用。 

警察 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度に実施する「通学路交

通安全プログラム」の中で対応策を

検討します。 

回答：市（学校） 
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№ 
区

分 
所在地・現地写真 現状・問題点 意見・アイデア等 改善策（案） 

管理者 

等 
対応結果及び今後の対応 

4 
交

通 

大和市下鶴間 2771-1 付近 道

路 

森川産業㈱神奈川チェーンセン

ター、大和下鶴間郵便局 

 

 

 

事

前 

＜現状＞ 

・迂回路として通行が多い。 

特に、朝夕が多い。 

・歩行者は道路幅が狭いので、

逃げ場がなく危険。 

＜問題点＞ 

・森川産業に出入りする大型ト

ラックが、道路を突っ切り郵

便局に衝突。 

 ※ここ数年、1 回/年の発生。 

 

 

 

・森川産業に道路突っ

込み防止用として、

タイヤ乗り越え防

止柵設置を依頼し

ていく。 

企業 

平成 30 年度に実施する「通学路交 

通安全プログラム」の中で対応策を 

検討します。 

回答：市（学校） 

当

日 

＜現状＞ 

・森川産業の駐車場は、郵便局

側の道路（下鶴間 64 号）側

と厚木街道へ向かう道路側

の２方向から出入りできる。 

・森川産業の大型トラックが郵

便局側の道路（下鶴間 64 号）

側から出入りする際、郵便局

前の柵に接触してしまうこ

とが何度かあった。 

＜問題点＞ 

・道路を横切って郵便局にぶつ

かるため、歩行者も危険。 

 

 

・森川産業駐車場の市

道下鶴間 64 号側に

タイヤ乗り越え防

止柵を設置するこ

とで、車の出入りを

できないようにし

てほしい。 

企業 

平成 30 年度に実施する「通学路交 

通安全プログラム」の中で対応策を 

検討します。 

回答：市（学校） 
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№ 
区

分 
所在地・現地写真 現状・問題点 意見・アイデア等 改善策（案） 

管理者 

等 
対応結果及び今後の対応 

５ 
交

通 

大 和 市 下 鶴 間 2768-17 ～

2769 付近道路 

 

 

 

事

前 
・通学路である。  

①「20 又は 30 ㎞/h」

の速度標識設置又

は路面標示。 

 

➀警察 

①速度標識及び路面標示について

は、交通管理者である警察の所管

となるため、大和警察署に要望を

伝えます。（短期） 

回答：市（道路） 

②通学路帯の設置。 

②市 

（道路） 

 

②通学路帯（グリーンライン）につ

きましては、学校指定の通学路に

優先して設置しているため、引く

ことができません。 

回答：市（道路） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当

日 

 

＜現状＞ 

・道路の幅員が狭い。 

・交通量が多い。（迂回の） 

・車の速度が速い。（40km/h) 

＜問題点＞ 

・道路が狭いのに、車がスピー

ドを出している。 

・速度規制(20 又は 30

㎞/h)の路面標示を設

置してほしい。 

※注意喚起看板（速度おと

せ等）は、道路の端に設

置するため、視認しづら

いので、路面標示を設置

してほしい。 

・速度規制(20 又は

30 ㎞/h)をした上

で、制限速度の路面

標示を設置する。 

警察 

交通規制及び路面標示については、 

交通管理者である警察の所管となる 

ため、大和警察署に要望を伝えます。 

（短期） 

回答：市（道路） 
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№ 
区

分 
所在地・現地写真 現状・問題点 意見・アイデア等 改善策（案） 

管理者 

等 
対応結果及び今後の対応 

６ 
交

通 

所在地・現地写真 

大和市下鶴間 2768-17 付近 

道路 

 

 

 

 

 

 

事

前 

＜現状＞ 

・バス通り、双方向走行道路、

車両通行量多く、速度が速

い。（殆どが≒40 ㎞/h 又は

それ以上） 

・横断するのが非常に危険。 

特に、夕方に渋滞がある。 

＜問題点＞ 

・車両通行量多く、速度が速い。

（殆どが≒40 ㎞/h 又はそ

れ以上。） 

・特に、朝夕方の通行量が多く

横断待機時間が長い。又、夕

方は渋滞あり。 

・「速度おとせ」路面標示は守

られず、車両速度は殆どが

40 ㎞/h 又はそれ以上。 

・南から北方向へ走行する車両

は、フェンスが高いので歩行

者から見えない。 

・通学路となっている。 

 

 

 

 

・横断歩道を設置し、

2775-5 グランデ

ィ側の緑石歩道と

直結する。 

警察 

平成 30 年度に実施する「通学路交 

通安全プログラム」の中で対応策を 

検討します。 

回答：市（学校） 
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№ 
区

分 
所在地・現地写真 現状・問題点 意見・アイデア等 改善策（案） 

管理者 

等 
対応結果及び今後の対応 

７ 
交

通 

所在地・現地写真 

下鶴間 1－1－1～1－3－1 

市役所、イオン、イトーヨカドー

東側歩道 

 

 

 

 

 

事

前 
 

・街路樹が道路照明灯を覆 

っており、夜になると暗

い。 

 
市 

（土木） 

街路樹の剪定を毎年行っております

が、今後は街路樹が照明灯の光を遮

らないよう留意し、剪定を行います。

（中期） 

回答：市（土木） 

当

日 

＜現状＞ 

歩道の植樹帯の木が道路照明 

灯を覆っている。 

・剪定を行う。 ①剪定を実施する。 
➀②市 

（土木） 

今後は街路樹が照明灯の光を遮らな

いよう留意し、剪定を行います。 

（中期） 

回答：市（土木） 

・低い街路樹に植え替え

る。 

②低い樹種への植え

替えを検討する。 

８ 
交

通 

下鶴間 2－3－40 地先、2－4－

1 地先 交差点 

グランダ鶴間・大和 

 

 

事

前 
・横断歩道がない    

横断歩道の設置については、交通管 

理者である警察の所管となるため、 

大和警察署に要望を伝えます。 

（短期） 

回答：市（道路） 

当

日 

＜現状＞ 

・グランダ鶴間・大和付近の交

差点前に、イオンモール大和

鶴間店の東入口があり、交差

点を横断する歩行者が多い。 

・交差点の南側に、地下駐車場

の入口と出口があるため、車

の出入りが多い。 

・イオンモール大和鶴間店の物

品搬入口があり、搬入の大型

車両が頻繁に出入りする。 

・（グランダ鶴間・大和前

に）横断歩道設置。 

・（現在も警備員はいるが）

イオン車両出入口の安

全度を高める方向へ変

更依頼。 

・歩行者と車が接触しない

ようにしてほしい。 

①グランダ鶴間・大和

前に横断歩道を設

置する。 

 

➀警察 

①横断歩道の設置については、交通

管理者である警察の所管となるた

め、大和警察署に要望を伝えます。

（短期） 

回答：市（道路） 
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＜問題点＞ 

・イオンに行くため、道路を横

断する歩行者と、駐車場へ出入

りする車両との接触の危険性

が高い。 

 

②イオンモール大和

鶴間店に車両出入

口の変更を依頼。 

②企業 

②車両出入口の変更等について、イ

オンモール大和鶴間店へ要望しま

す。（短期） 

回答：市（都市） 

③歩行者と車両が接

触しないような安

全対策をしてほし

い。 

③市 

（道路） 

③運転者に対し、歩行者への注意を

促す啓発看板の設置を行います。 

（中期） 

回答：市（道路） 
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№ 
区

分 
所在地・現地写真 現状・問題点 意見・アイデア等 改善策（案） 

管理者 

等 
対応結果及び今後の対応 

９ 
防

犯 

国道 246 号沿い大和市深見信号

交差点 信号機 

日産自動車㈱大和深見店 

当

日

追

加 

＜現状＞ 

・建デポプロ大和店南側の道路

は、国道 246 号の大和市深

見信号交差点から大和市立

病院前信号交差点までの間

が一方通行で、東から西へし

か行けない。 

・日産自動車㈱大和深見店の脇

に、建デポプロ大和店南側の

道路から出る時に対面とな

る信号機がある。 

＜問題点＞ 

・一方通行なので、対面には信

号機は不要なはずだが、信号

機が設置してある。 

 
・この信号機の役割を

教えてほしい。 
警察 

この信号機は、自転車等が二段階右

折を行う際、確認するために設置し

てあります。 

回答：市（都市） 

１０ 
交

通 

大和市下鶴間 2850 付近から大

和市下鶴間 2767−13 付近 道

路  

山王コーポ、長堀公園 
当

日

追

加 

＜現状＞ 

・厚木街道の長堀公園前信号交

差点から北へ延びる道路は

通学路なので、各交差点にお

いて、児童がたまり危険であ

る。 

・厚木街道の交差点が最も多く

200 人程度たまり、三洋工

業㈱横浜営業所の交差点に

おいても 20 人くらいはたま

っている。 

・道路の 30 ㎞/h 以下の

速度規制。 

・路面標示する。 

・標識や看板は道路のサイ

ドにあるため、視認しに

くいため、路面標示がよ

い。 

”ゾーン 30”の路面

標示。 
警察 

平成 30 年度に実施する「通学路交

通安全プログラム」の中で対応策を

検討します。 

回答：市（学校） 
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・長堀公園をすぎたあたりに、

黄色い文字で「４０」の路面

標示がある。 

＜問題点＞ 

・郵便局の辺りに、「速度を落

とせ」、「スクールゾーン」

の路面標示はあるが、守るド

ライバーはおらず、効果がな

い。「40」の規制標識、看

板も同様である。 

※事前＝事前アンケートの内容、当日＝当日話し合った内容、当日追加＝当日新たに追加された内容 

※管理者等（市・県の担当課等） 市（都市）＝都市施設総務課、市（道路）＝道路安全対策課、市（土木）＝土木管理課、市（生活）＝生活あんしん課、 

市（学校）＝学校教育課、市（公園）＝みどり公園課、警察＝大和警察署、県＝神奈川県厚木土木事務所東部センター 

 



 

南大和相模原線 

（市役所周辺）区域 

２．鶴間・鶴間台付近 
 

１ 

３ 

２ 

◎ 平成２６年交通事故多発箇所 3 箇所 

〇 平成２７年交通事故多発箇所 6 箇所 

● 平成２８年交通事故多発箇所 4 箇所 

◎●(4) 

○(5) 

◎○●(6) 

◎○(7) 

○(8) 

まちぐるみ安全点検実施区域 

小学校通学路 

●(1) 
●(2) 

〇(3) 

○(9) 

５ 

６ 

４※鶴間・鶴間台付近全域 

20 
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№ 
区

分 
所在地・現地写真 現状・問題点 意見・アイデア等 改善策（案） 

管理者 

等 
対応結果及び今後の対応 

1 
交

通 

大和市鶴間 1－3－8 付近 交差

点 

大和クリニックモール 

 

事

前 

＜現状＞ 

・信号機のある交差点でも

信号機を意識しない人

が多い。 

・鶴間 1 丁目内で南北に

通り抜ける唯一の道路

で車の交通量が多い。 

・交差点内に電柱があり、

車のすれ違いができな

い。 

＜問題点＞ 

・車同士がすれ違おうとす

ると、後続の車や人が通

れず、渋滞してしまう。 

・旧 246 号側からの

車の進 入を禁 止す

る。 

・電柱を移設する。 

・旧２４６号に出る停  

 止線を明確にする。 

・交差点の隅切りを長

くする。 

①旧 246 号側からの車の

進入を禁止する。 
①警察 

①車両進入禁止など交通規制の要望に

ついては、交通管理者である警察の

所管となります。 

大和警察署に確認したところ、「交

通規制の要望については、周辺住民

に影響があるため、地元住民の総意

として自治会長名で要望してほし

い」とのことです。 

回答：市（道路） 

 

②電柱を移設する。 
②企業 

②この電柱は東京電力が所管しており

ますので、移設要望を東京電力へ伝

えます。（短期） 

回答：市（土木） 

③旧 246 号へ出る箇所の

停止線を明確にする。 
③警察 

③現地を確認した所、横断歩道から南

側に 12ｍ程離れた箇所に停止線が

明示されていました。 

回答：市（道路） 

④交差点の隅切りを長くす

る。 

④市 

（道路） 

④この交差点には信号機、歩道が整備

され、隅切りもあることから、視認

性が確保されているため、隅切りの

改良は必要ないと判断します。 

回答：市（道路） 
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１ 
交

通 

 

当

日 

＜現状＞ 

・大和クリニックモール脇

の交差点で、車のすれ違

いを邪魔する位置に電

柱がある。 

・南北に通り抜ける唯一の

道路で交通量が多い。 

＜問題点＞ 

・電柱があるため、旧 246

号から入ってくる車と

旧246 号へ出る車がす

れ違えず、交差点の南側

の道路が渋滞してしま

う。 

・信号の点灯時間が短い。 

・電柱を移設する。 

・一方通行にする。 

①電柱を移設する。 ➀企業 

①この電柱は東京電力の所管となるた

め、東京電力へ要望を伝えます。 

（短期） 

 回答：市（土木） 

②一方通行にする。（南側

から北側の方向のみ） 
②警察 

②一方通行などの交通規制の要望につ

いては、交通管理者である警察の所

管となります。大和警察署に確認し

たところ、「交通規制の要望につい

ては、周辺住民に影響があるため、

地元住民の総意として自治会長名で

要望してほしい」とのことです。 

 回答：市（道路） 

③旧 246 号へ出る側の信

号の時間を長くする。 
③警察 

③信号機については、交通管理者であ

る警察の所管となるため、大和警察

署に要望を伝えます。（短期） 

 回答：市（道路） 
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№ 
区

分 
所在地・現地写真 現状・問題点 意見・アイデア等 改善策（案） 

管理者 

等 
対応結果及び今後の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

交

通 

鶴間１-28-21 付近 交差点 

秋山工務店向い 

 

事

前 

＜現状＞ 

・やまとオークシティ側か

らのカーブミラーがあ

るが、線路側からのミラ

ーがない。 

＜問題点＞ 

・線路側から自転車等が見

えない。 

・線路側の通行（横方

向）を優先とする。 

①線路側から自転車が見え

るようにする。 

①市 

（道路） 

①平成３０年度以降に車が車を確認す

るためのカーブミラーを設置してま

いります。（中期） 

 回答：市（道路） 

②線路側の通行（横方向）

を優先とする。 
②警察 

②交通の優先関係については、交通管

理者である警察の所管となるため、

大和警察署に要望をお伝えします。 

 （短期） 

回答：市（道路） 

当

日 

＜現状＞ 

・下鶴間 1 丁目信号交差

点から秋山工務店へ至

る道（西→東）は自転車

以外進入禁止。 

・秋山工務店の角の交差点

について、やまとオーク

シティ側からはほとん

ど車が来ない。 

・線路からやまとオークシ

ティへ向かう側にはカ

ーブミラーがない。 

・既存のカーブミラー

を移設するか、カー

ブミラーを新設す

る。 

・線路側から来る自動車か

ら見えるようにカーブミ

ラーを移設する。もしく

は、新設する。 

市（道路） 

①平成３０年度以降に車が車を確認す

るためのカーブミラーを設置してま

いります。（中期） 

  回答：市（道路） 
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 ２ 

＜問題点＞ 

・秋山工務店の角のカーブ

ミラーは、（使える方向

もあるが）役にたたな

い。 

・この交差点で、頻繁に人

と車が接触しそうにな

る。 
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№ 
区

分 
所在地・現地写真 現状・問題点 意見・アイデア等 改善策（案） 

管理者 

等 
対応結果及び今後の対応 

３ 
交

通 

大和市鶴間１-12 の南西角カー

ブミラー 

アンジェの丘駐車場 

 

 

事

前 

＜現状＞ 

・カーブミラーの支柱が曲

がっているため、支柱下

部の位置を見誤る。 

＜問題点＞ 

・支柱の曲がった箇所に乗

り上げる車が多く危険

を感じている人が多い。 

・まっすぐな支柱に変

える。 
 市（土木） 

まっすぐな支柱に付け替えますと、ミ 

ラーの位置が車道側に寄り、背の高い 

トラック荷台などがミラーに接触する 

恐れがあります。 

支柱を付け替えず、注意喚起のため 

ラバーポールを設置します。（中期） 

回答：市（土木） 

当

日 

＜現状＞ 

・カーブミラーの支柱の下

部が道路側に飛び出す

ように曲がっている。 

・カーブミラーの支柱の脚

部が、側溝を避けるため

に、縁石から離れた位置

に設置されている。 

・カーブミラーの脚部に後

輪を乗り上げる車が多

い。 

＜問題点＞ 

・支柱が曲がっているせい

で、目測を謝った自動車

等がカーブミラーの脚

部に乗り上げて危険。 

・カーブミラーの支柱

の下部を縁石に近づ

ける。 

・まっすぐな支柱に変

える。 

➀カーブミラーの支柱を縁

石の近くに移設する。 

②まっすぐな支柱に変え

る。 

➀，②市 

（土木） 

➀、②支柱を縁石側に移設できるか検 

討します。（短期） 

 回答：市（土木） 
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・いずれ大きい事故につな

がるのでないかと町内

より指摘を受けている。 

・ぶつかる音がすごい。 
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№ 
区

分 
所在地・現地写真 現状・問題点 意見・アイデア等 改善策（案） 

管理者 

等 
対応結果及び今後の対応 

４-１ 
交

通 

2 班の区域全体 

（鶴間、鶴間台自治会区域内）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当

日

追

加 

＜現状＞ 

・2 班の区域内は全体的に

道路が狭いが、やまとオー

クシティに抜ける自転車、

自動車が多く進入してく 

る。 

・自動車が多く通る南北の

道路は優先道路のため、一

時停止等の標示がない。 

・自転車が多く通る東西の

道路には一時停止の標示 

がある。 

＜問題点＞ 

・南北に抜ける道路に一時

停止の標示がないため、自

動車がスピードを落とさ

ず通過してしまう。 

・自転車が一時停止を無視

して交差点に進入し危険。 

＜望む結果＞ 

・左右確認をきちんと

してもらう。 

＜意見・アイデア＞ 

・道路の優先関係を変

更する。 

→東西を優先道路と

し、自転車は止まらず

通行させる。 

→南北に抜ける道路に

は一時停止など道路標

識、道路標示を設置し

て、自動車に注意喚起

する。 

①東西の道路を優先とす

る。 

②各交差点の南北に一時停

止など道路標識、道路標示

を設置して、自動車に注意

喚起する。 

➀、② 

警察 

①、②交通規制の見直しについては、

交通管理者である警察の所管となりま

すので、大和警察署へ要望を伝えます。

（短期） 

 回答：市（道路） 
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№ 
区

分 
所在地・現地写真 現状・問題点 意見・アイデア等 改善策（案） 

管理者 

等 
対応結果及び今後の対応 

４-２ 
交

通 

2 班の区域全体 

（鶴間、鶴間台自治会区域内） 

当

日

追

加 

＜現状＞ 

・通り抜け禁止の立て看板

がなくなってしまったの

で、やまとオークシティに

抜ける車が通るようにな

った。 

＜問題点＞ 

・住宅地内に迂回する車が

増え、道や交差点が渋滞

し、歩行者の往来が非常に

困難になっている。 

・看板の再設置をする 
・やまとオークシティに看

板を設置してもらう 
市（都市） 

看板の設置について、イオンモール大

和へ要望します。 

回答：市（都市） 

５ 
交

通 

鶴間 1 丁目 31－7 保健福祉セ

ンター前 旧 246 号  

 

 

 

 

 

 

当

日

追

加 

＜現状＞ 

・旧 246 号の保健福祉セ

ンターと鶴間会館の間

を歩行者、自転車が横断

している。 

・北へと上がる市道は保健

福祉センター前のみ。

（南大和相模原線と交

番前以外で） 

＜問題点＞ 

・横断歩道のない箇所で車

道を横断するため、事故を

招く危険性がある。 

・非常に高齢者が多く、ゆ

っくり横断するので危険。 

＜望む結果＞ 

・車道横断をやめる。 

＜意見・アイデア＞ 

・横断歩道を設置する。 

・横断歩道を設置する。 警察 

横断歩道の設置については、交通管理

者である警察の所管となるため、大和

警察署に要望を伝えます。 

（短期） 

回答：市（道路） 
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№ 
区

分 
所在地・現地写真 現状・問題点 意見・アイデア等 改善策（案） 

管理者 

等 
対応結果及び今後の対応 

６ 
交

通 

鶴間1丁目3－1～2－1 イトー

ヨーカドー大和鶴間店からイオ

ンモール大和西側道路 

 

 

 

 

 

当

日 

追

加 

＜現状＞ 

・鶴間 1 丁目側からやま

とオークシティに行くた

めに、道路を乱横断する歩

行者が多い。 

 

・横断禁止看板を設置する。 市（道路） 

乱横断を防止する啓発看板を設置しま

す（中期） 

回答：市（道路） 

 

※事前＝事前アンケートの内容、当日＝当日話し合った内容、当日追加＝当日新たに追加された内容 

※管理者等（市・県の担当課等） 市（都市）＝都市施設総務課、市（道路）＝道路安全対策課、市（土木）＝土木管理課、市（生活）＝生活あんしん課、 

市（学校）＝学校教育課、市（公園）＝みどり公園課、警察＝大和警察署、県＝神奈川県厚木土木事務所東部センター 



 

 南大和相模原線 

（市役所周辺）区域 

３．一之関付近 
 

 

 

２ 

１ 

３ 

４ 

５ 

８ 

・道路標識が機能していない 

・この区間の制限速度 30 ㎞/ℏであるが、守るドライバーが非常に少ない 

・ダンプカーが 467 号より侵入して来る 

☆小学生の集合場所 

① 

② 

①、②の箇所に歩道がない 

（重）指示標示が路面の荒れによって 

“破損”、“剥離”等で読み取れない 

●(6)  

６ 

●(14)  

●(8)  

●(1)  

〇(3)  

●(5)  

◎●(4)  

まちぐるみ安全点検実施区域 

一之関自治会範囲 

小学校通学路 

 

６ 
７ 

歩道がない。 ◎(10) 
●(11)  

横断歩道が必要 

◎(9) 

●(2)  
◎ 平成２６年交通事故多発箇所  ８箇所 

〇 平成２７年交通事故多発箇所  ３箇所 

● 平成２８年交通事故多発箇所 １０箇所 

◎〇(17)  

◎●(16) 
◎(15) 

●(12) 

◎〇(7)  

◎(13)  

９ 

指示標示が消えている 

カーブミラー設置希望場所 

30
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№ 
区

分 
所在地・現地写真 現状・問題点 意見・アイデア等 改善策（案） 

管理者 

等 
対応結果及び今後の対応 

1 
交

通 

大和市深見 484－3 一之関自治

会館、消防団第３分団詰所付近の

交差点 

一之関自治会館、消防団第３分団

詰所 

 

事

前 

＜現状＞ 

・（交差点の南北の）道路標示

のペイントがうすく、見づら

い。 

・（重）指示標示が路面の荒れ

によって“破損”、“剥離”

等で読み取れない。 

＜問題点＞ 

・ドライバーが確認しづらい。 

 

①路面の補修 
➀市 

（土木） 

①”止まれ”の標示に沿って舗装の

窪みはありましたが、ひび割れや劣

化は見られませんでした。②のペイ

ントのやり直しで見やすくなると思

われます。 

回答：市（土木） 

 

②道路標示（停止線、とま

れ）のペイントを再塗装

する 

②警察 

②停止線、“止まれ”の標示の補修

については、交通管理者である警察

の所管となりますので、大和警察署

へ要望を伝えます。（短期） 

回答：市（道路） 

当

日 

＜現状＞ 

・路面が荒れている。 

・路面標示が消えている。 

・交差点南側道路が狭く、車が

すれ違えない。 ＜望む結果＞ 

・カーブミラーの設

置 

＜意見・アイデア＞ 

・カーブミラーの設

置 

・道路標示の明示 

①北東側の角にカーブミラ

ーの設置 

➀市 

（道路） 

①見通しが確保されているため、カ

ーブミラーの設置は行いません。 

回答：市（道路） 

②路面の補修 
②市 

（土木） 

②舗装の補修につきましては、限ら

れた予算の中で優先順位をつけ順次

行っております。この箇所は経過観

察を行い、適切な時期に補修を行っ

てまいりますのでご理解いただきま

すようお願い致します。（中期） 

回答：市（土木） 

③路面の補修後、路面標示

をする。 
③警察 

③停止線、“止まれ”の標示の補修

については、交通管理者である警察

の所管となりますので、大和警察署

へ要望を伝えます。（短期） 

回答：市（道路） 
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№ 
区

分 
所在地・現地写真 現状・問題点 意見・アイデア等 改善策（案） 

管理者 

等 
対応結果及び今後の対応 

２ 
交

通 

大和市下鶴間 2 丁目6－27 付近 

大和原自治会と一之関自治会の

境の交差点      愛深堂 

 

 

 

 

事

前 

・朝の小学校登校時、歩行者が

多過ぎて、車が左折できない。 

・車の信号と歩行者

の信号が同じなのが

問題である。 

・車と歩行者の信号を別に

する。 

・スクランブル交差点にす

る。 

警察 

平成 30 年度に実施する「通学路交

通安全プログラム」の中で対応策を

検討します。 

回答：市（学校） 

当
日
（
２
班
よ
り
） 

市立病院の南側道路と JA さ

がみ深見のある通りとの交差

点も大型車が通ると児童の通

学に危険性を感じる。 

  
市 

（学校） 

平成 30 年度に実施する「通学路交

通安全プログラム」の中で対応策を

検討します。 

回答：市（学校） 

３ 
交

通 

深見 507－15 付近道路 市道

深見 70 号 

東名高速北側 

 事

前 

＜現状＞ 

・裏道として使われているの

で、交通量が多い。特に大型

トラックがスピードを出し

て通行しているので周辺で

は振動も大きく、不安を感じ

ている。 

・道路標識が機能していない。

地図①、②の箇所に歩道が無

い。 

・この区間の制限速度は 30 ㎞

/h であるが、守るドライバ

ーが非常に少ない。 

・ダンプカーが R467 号から

侵入して来る。 

＜問題点＞ 

・交通取り締まりが徹底できて

いない。 

①取締りが難しいよ

うなら、②物 

理的に大型トラ

ックが通行でき

ないような措置

を講じたらどう

か。 

 

➀警察 

②市 

（道路） 

①交通違反の取り締まりについて

は、交通管理者である警察の所管

となります。 

大和警察署に要望を伝えますの

で、違反車両が通過する時間帯を

お知らせください。 

②車道上おいて、物理的に大型トラ

ックが通行できなくなるような構

造物を立てることはできません。 

回答：市（道路） 
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№ 
区

分 
所在地・現地写真 現状・問題点 意見・アイデア等 改善策（案） 

管理者 

等 
対応結果及び今後の対応 

４ 
交

通 

深見西 7-1～深見西 8-7 付近 

国道 246 号大和・厚木バイパス 

国道 246 号バイパス、レッドロ

ブスター大和店、クロネコヤマト

㈱大和深見東・西鶴間・下鶴間セ

ンター付近 

 

 

事

前 

＜現状＞ 

・国道 246 号バイパス下り車

線の合流地点に大型トラッ

クが駐停車していて、側道か

ら本線に入るときにとても

危険を感じている。 

・バイパス沿道の植栽がドライ

バーにとって死角になるこ

とがある。 

・植栽内に缶やペットボトルな

どのゴミが散乱している。 

＜問題点＞ 

・大型トラックの駐停車を四六

時中取締まることができな

い。 

・植栽内の清掃が自治会の負担

になる。 

①クロネコヤマト営

業所やレッドロブス

ター付近に設けられ

た側道をうまく使え

ないか。分離帯があ

るが、それを取り除

いて、道幅を広くし、

スペースを確保した

らどうか。 

②植栽については、

メンテナンスが定期

的に出来ないようで

あれば、すべて取り

除いて、コンクリー

トで覆ったらどう

か。メンテナンス経

費の削減になるので

はないか。 

 ①②国 

①、②国道 246 号大和厚木バイパス

の道路管理者である横浜国道事

務所 厚木出張所に要望しまし

た。 

回答：市（都市） 
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№ 
区

分 
所在地・現地写真 現状・問題点 意見・アイデア等 改善策（案） 

管理者 

等 
対応結果及び今後の対応 

５ 
交

通 

深見西 8－2－19 付近 道路 

なぎ原１号公園 

 

事

前 

＜現状＞ 

・狭くて、凹凸があり、路面状

況がよくない道だが、裏道と

して使われているので、交通

量が多く、歩行や自転車通行

に危険を感じている。 

＜問題点＞ 

・狭い道で、相互通行が不可な

ため、歩行者や自転車通行者

はかなり危険を感じる。 

 

①歩行者や自転車通行者の

ために、路面の整備を行う。 

➀市 

（土木） 

①来年度に舗装の補修工事を行う予

定です。 

危険な箇所は早急に応急補修をし

てまいりますが、それまでの期間

については気を付けて通行される

ようお願い致します。（中期） 

回答：市（土木） 

②一方通行にする。 ②警察 

②一方通行など交通規制の要望につ

いては、交通管理者である警察の

所管となります。 

大和警察署に確認したところ、「交

通規制の要望については、周辺住

民に影響があるため、地元住民の

総意として自治会長名で要望して

ほしい」とのことでした。 

回答：市（道路） 

③ガードレールの設置等を

行う。 

③市 

（道路） 

③一方通行の規制となっても、ガー

ドレールの設置については、幅員

が狭いため、設置できません。 

回答：市（道路） 



南大和相模原線（市役所周辺）区域 3 班 

35 

№ 
区

分 
所在地・現地写真 現状・問題点 意見・アイデア等 改善策（案） 

管理者

等 
対応結果及び今後の対応 

６ 
交

通 

大和市深見西 6－7－1 付近 交

差点 

車検館大和店 

 

 

事

前 

＜現状＞ 

・自転車の往来が多い。 

・大型車が通ると狭くなる。 

・子供が自転車でよく通行して

いる。 

＜問題点＞ 

・国 467 号を横断する際、注

意する。 

・人、自転車の接触に注意する。 

・信号の点灯時間が短い。 

一方通行にする。 ・一方通行にする。 警察 

一方通行など交通規制の要望につい

ては、交通管理者である警察の所管

となります。 

大和警察署に確認したところ、「交

通規制の要望については、周辺住民

に影響があるため、地元住民の総意

として自治会長名で要望してほし

い」とのことでした。 

回答：市（道路） 

７ 
交

通 

大和市深見西 6－5－4～深見西

6－7－1 付近 道路 

セブンイレブン 

 

 

事

前 

＜現状＞ 

・車が信号待ちをしていると、

歩行者や自転車がその左側を

通行できず、道路を無理に横断

している。 

・自転車は右側通行をしてい

る。 

・歩道がない。 

 

 

 

 

 

 

 

①一方通行にして車の流れ

を一定化する。 
①警察 

①一方通行など交通規制の要望につ

いては、交通管理者である警察の

所管となります。 

大和警察署に確認したところ、「交

通規制の要望については、周辺住

民に影響があるため、地元住民の

総意として自治会長名で要望して

ほしい」とのことでした。 

回答：市（道路） 

②ガードレールを設置す

る。 

②市 

（道路） 

②ガードレールについては、歩道の

整備されている箇所に設置してお

り、現形状では設置が難しいため、

現在できる対策として、片側に外

側線を引き、歩行者空間を確保し

てまいります。 

回答：市（道路） 
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 ＜問題点＞ 

・車の交通量が多く、途切れる

ことがない。 

また、速度を上げて走行して

いる車も多いため、無理に横

断すると危険である。 

・交差点へ行くまで、自転車が

右側通行しがちであり、左側

から右側へ横断してきた歩

行者が通行できない。 

 
③（地図 6 の交差点の南側

には）横断歩道が必要。 
③警察 

③横断歩道の設置については、交通

管理者である警察が所管となりま

すので、大和警察署に要望を伝え

ます。（短期） 

回答：市（道路） 
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№ 
区

分 
所在地・現地写真 現状・問題点 意見・アイデア等 改善策（案） 

管理者 

等 
対応結果及び今後の対応 

８ 
交

通 

大和市深見西 6-1～2 付近 東

名高速道路側道（市道深見西３０

号） 

 

事

前 

＜現状＞ 

・東名高速の北側側道、ガード

レールがあり、歩道は確保され

ているが、雑草で歩行不可能で

ある。 

・街灯はあるが、暗くて不安を

感じている。 

＜問題点＞ 

・ガードレールがあるのに、雑

草のメンテナンスが不備のた

め、歩道の機能が活かされてい

ない。 

・街灯の設置には基準がある

が、夜間は不安や危険を感じ

る。 

 

定期的なメンテナンスが無

理なら、植栽はやめて、す

べてコンクリートで覆う。 

①市道部分 ②民地部分 

②（街灯の設置は）基準に

拘らず、実益重視で対応す

る。 

①③市 

②企業 

雑草が生える部分は、市道部分と中

日本高速道路㈱が管理する民地部分

とがあります。 

①市道部分につきましては、草が生

えないような対応を検討していき

ます。 

 回答：市（土木） 

 

②中日本高速道路㈱へ、要望を伝え

ます。（中期） 

 回答：市（土木） 

 

③当該箇所について、防犯灯増設の

可否を検討中です。（中期） 

 回答：市（生活） 

 

☆補足 

市職員が現地を確認したところ、

樹木が道路の上を覆い、道路が暗

くなっていたため、市担当課（土

木管理課 許認可担当）より樹木の

所有者に剪定を依頼しました。 
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№ 
区

分 
所在地・現地写真 現状・問題点 意見・アイデア等 改善策（案） 

管理者 

等 
対応結果及び今後の対応 

９ 
交

通 

大和市深見西６丁目６−２４付近

道路～深見西６丁目７−１付近交

差点 

ライオンズマンション大和、車検

館大和店 

 

当

日

追

加 

・LM 大和（ライオンズマンシ

ョン大和）の反対側歩道又は自

転車の通るスペースがない。 

・国 467 号から LM 大和にか

けて自転車、歩行者が非常に危

険。 

・（地図６の箇所）国 467 号

の交差点に横断歩道が少ない。 

・道路が狭くて、セブンイレブ

ン北側（地図７の箇所）に歩道

あるいは自転車の通行帯がな

い。 

・歩道が狭く、側溝に蓋がして

あり、車が通るとガタガタして

いる。 

・自転車が左側を通行してくる

と、LM 前までは歩道があるが、

その先は車が止まっていると

自転車が止まれない。後ろに並

ぶわけにもいかず、右に横断す

るしかない。 

＜望む結果＞ 

・自転車、歩行者の

安全確保。 

・事故の回避。 

＜意見・アイデア＞ 

・自転車通行帯のペ

イントをする。 

・車道外側線を設置

する。 

・国 467 号に横断

歩道を作る。 

①自転車通行帯のペイント

をする。 

➀②市 

（道路） 

①②外側線の設置について、現在、

警察と協議を行っております。 

※自転車通行帯について、当該道

路は計画に含まれておりません。 

回答：市（道路） 

②車道外側線をひく。 

③横断歩道をつくる。 ③警察 

③横断歩道の設置については、交通

管理者である警察の所管となるた

め、大和警察署に要望を伝えます。

（短期） 

 回答：市（道路） 

※事前＝事前アンケートの内容、当日＝当日話し合った内容、当日追加＝当日新たに追加された内容 

※管理者等（市・県の担当課等） 市（都市）＝都市施設総務課、市（道路）＝道路安全対策課、市（土木）＝土木管理課、市（生活）＝生活あんしん課、 

市（学校）＝学校教育課、市（公園）＝みどり公園課、警察＝大和警察署、県＝神奈川県厚木土木事務所東部センター 

 



まちぐるみ安全点検実施後、参加者の皆さんにアンケートにご協力いただきました。

この結果は、今後のまちぐるみ安全点検を改善する際の参考とさせていただきます。

１．アンケート回答者について

２．参加するにあたり、期待していた内容を選んでください。（※複数回答可）

　⇒実際に参加してみていかがでしたか？

３．まちぐるみ安全点検の実施内容について

まちぐるみ安全点検についてのアンケート結果

男性

53%
女性

20%

無回答

27%

60代

27%

70代以上

73%

期待通り

20%

やや期待通り

40%

普通

33%

やや期待外れ

7%

39

＜性別＞ ＜年齢＞

＜期待していた内容＞

＜「期待通り」と回答した方の主な意見＞

・ふだん何げなく生活をしておりましたが、今回色々なお話を聞いて色々と

参考になりました。

・他自治会との交流、意見交換が出来たこと。

＜「やや期待通り」と回答した方の主な意見＞

・発表時間が短いと感じた。

・地元の自治会の皆様が現況を充分に把握していて、解決策を考えている事。

・問題を聞いて頂いたので助かった。

＜「普通」と回答された方の主な意見＞

・交通安全が主であった。

・初参加のため内容がはっきりしなかった。

・法令、規則などがあることは理解できるが、先の将来の話を聞きたかった。

＜「やや期待外れ」と回答された方の主な意見＞

・危険個所を上げても、対策や対応がスピーディーでないことが残念。

労あって益なしと考えてしまう。

※「期待外れ」・・・０％

0 2 4 6 8 10 12

その他

自分の意見を市・県へ伝えたい

防犯対策について知りたい

既知の危険箇所の改善

交通安全対策について知りたい

地域の危険箇所を知りたい



 　①実施区域の対象範囲について、どこまでが良いと思いますか。

 　②話し合いの対象は、どこが良いと思いますか。

 　③点検の実施方法について、どれが良いと思いますか。

 　④実施日数・時間について、どれが良いと思いますか。

 　⑤ほかに参加した方が良いと思う団体・対象はありますか？

４．その他、ご意見・ご感想等ありましたらご記入ください。

 　 ・市の担当の方々、ご準備たいへんだった事と思います。ありがとうございました。

【　貴重なご意見をありがとうございました。　】

A…事前アンケートの危険箇所＋交通事故多発箇所（※今回）

B…事前アンケートの危険箇所のみ

C…交通事故多発箇所のみ

D…その他

A…半日（午後３時間程度）（※今回）

B…半日を2日間（2日間とも午後3時間程度）

C…１日（午前、午後各3時間程度）

D…その他（2時間程度を希望する）

A…事前アンケート＋話し合い（※今回）

B…事前アンケート＋現地点検＋話し合い

C…現地点検＋話し合い

D…その他

A…いいえ、今回と同じでよい。

（自治会＋交通安全・防犯団体＋県・市職員）

B…はい（学校・ＰＴＡ）

C…はい（地元の商店街）

D…はい（公募の地域住民）

E…はい（地域の企業）

F…はい（地域の大型スーパー・店舗等）

G…はい（その他）
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A…対象路線とその周辺の事故が多い区域（※今回）

B…対象路線とその周辺の自治会区域内すべて

C…対象路線のみ

D…事故の多い区域のみ

E…その他（対象路線とその周辺の事故が多い区域と

自治会区域内すべて） 0 2 4 6 8 10

E

D

C

B

A

0 2 4 6 8 10 12 14

D

C

B

A

0 2 4 6 8 10

D

C

B

A

0 2 4 6 8 10

D

C

B

A

0 2 4 6 8 10

G

F

E

D

C

B

A

※「無回答」・・・１件



管理者連絡先一覧 ～こんな時には、どこに連絡？～              ※詳しくは、各管理者にご連絡ください。 

内  容 管 理 者 連 絡 先 

市道 

カーブミラー・道路照明灯の設置 

大和市 

道路安全対策課 道路整備担当 046-260-5409 
外側線、スクールゾーン標示やカラー舗装の設置・補修 

「スピード注意」「児童に注意」などの看板・警戒標識の設置 
道路安全対策課  

交通安全・自転車対策担当 
046-260-5118 

カーブミラー・道路照明灯・看板・警戒標識の補修・清掃 

土木管理課 維持補修担当 046-260-5412 道路や側溝の補修・清掃 

街路樹の剪定 

垣根（個人宅）の剪定の指導 ※道路へ樹木のはみ出しがある場合 土木管理課 許認可担当 046-260-5404 

市内 

公園灯・時計の設置 みどり公園課 公園整備担当 046-260-5450 

公園の樹木の剪定・公園灯の補修・維持管理など みどり公園課 公園管理事務所 046-260-5780 

自主防犯活動支援に関すること 
生活あんしん課  

防犯地域コミュニティ担当 
046-260-5162 防犯灯の補修・維持管理など 

※設置に関しては、地域の自治会を通じてご要望ください。 

県道 県道４０号、４５号、５０号、５６号、４５１号に関すること 
神奈川県 

神奈川県厚木土木事務所 

東部センター 
0467-79-2800（代表） 

国道 国道４６７号に関すること 

国道 
国道２４６号、大和厚木バイパスに関すること 

国土交通省 
横浜国道事務所 厚木出張所 046-221-0004 

国道１６号に関すること 相武国道事務所 八王子出張所 042-645-5562 

指示標示（横断歩道、停止線など）・規制標示（駐車禁止など）・規制標識 

（一方通行、車両進入禁止など）の設置・補修 

大和警察署 

交通課 交通総務係 

【市要望窓口】 

道路安全対策課 

交通安全・自転車対策担当 

046-260-5119 

046-261-0110（代表） 信号機の設置・補修 

一方通行規制、時間帯侵入禁止の指定 

不審者など防犯に関すること 生活安全課 防犯係 
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平成３０年６月発行 大和市 都市施設部 都市施設総務課 

大和市下鶴間一丁目１番１号 TEL 046-260-5406 



 
                                   

 

 

 

 

 

 

まちぐるみ安全点検 
点検結果と対応 

 
～公所中央林間線（中央林間駅周辺）区域～ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大和市                     



平成２９年度「まちぐるみ安全点検」目次 

 

 

１．平成２９年度 大和市まちぐるみ安全点検実施要領 ・・・・ １ 

２．プログラム                  ・・・・ ３ 

３．当日の様子                  ・・・・ ４ 

４．参加団体一覧表・管理者等一覧表        ・・・・ ５ 

５．点検区域全体図・班割り            ・・・・ ６ 

６．交通事故多発箇所一覧             ・・・・ ７ 

７．１班の点検箇所・点検内容と対応        ・・・・ ８ 

８．２班の点検箇所・点検内容と対応        ・・・・１１ 

９．３班の点検箇所・点検内容と対応        ・・・・１５ 

１０．まちぐるみ安全点検についてのアンケート結果  ・・・・１８ 

１１．管理者連絡先一覧               ・・・・２０ 

 

 

 

 

 

 

 

本冊子の取り扱いについて 

 本冊子に記載された内容は、「まちぐるみ安全点検」の事前アンケートと当日

の話し合いで各班からでた意見をまとめたものです。 

そのため、改善策（案）等の内容によりましては、地権者の方の理解や協力、

周辺住民の同意等が必要となり、簡単には実施できないもの、また改善するには

多額の費用や期間を必要とするもの等があり、本冊子の改善策（案）のとおりに

改善が可能なものと、困難なものがあることをご承知おきください。 

実際の改善に当たっては、各班での検討結果を参考に、関係機関と協議を行い、

実施可能なものから順次行ってまいりたいと考えております。 

今後とも「まちぐるみ安全点検」にご理解、ご協力をお願いいたします。 
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平成２９年度 大和市まちぐるみ安全点検 実施要領 

 

１．目的 

まちぐるみ安全点検は、地域の方々と共にまちの交通・防犯上の危険箇所の点検

や改善策の検討を行うことにより、行政や地域住民、関連団体の連携や理解を深め、

交通・防犯環境を改善することを目的としています。 

   また、点検結果を公表することで、地域住民の交通安全・防犯に対する関心を高

め、共通認識の形成を図ります。 

 

２．対象 

   まちぐるみ安全点検では、県道・国道を含む市内道路及びその周辺の交通安全施

設（信号機、道路標識、道路標示など）等を対象としています。 

ただし、小学校の通学路については、今年度から「（仮称）大和市通学路交通安全

プログラム」で対策を検討することになったため､点検の対象としていません。 

 

３．点検路線・区域 

＜点検路線・区域の選定＞ 

市内交通事故多発箇所（※同年中に、同一箇所で 2 回以上事故が起きている箇

所）等を参考に、緊急の安全対策が必要と考えられる路線を選定し、その路線付近

の自治会を対象とします。 

また、選定した路線が長距離に及ぶ場合は、その中で特に安全対策が必要な区間

を対象とします。 

 

＜今年度点検路線・区域＞ 

①公所中央林間線（中央林間駅周辺）区域 

⇒中央林間内山、中央林間西、中央林間北自治会 

②南大和相模原線（大和市役所周辺）区域 

 ⇒長堀、ダイアパレス鶴間、オハナ鶴間ガーデニア、大和原、 

モア・ステージ大和、鶴間、鶴間台、一之関、ＬＭ大和自治会 

 

＜日程・会場＞  

①平成３０年３月２７日（火） 会場：コミュニティセンター中央林間会館 

  ②平成３０年２月１５日（木）  会場：コミュニティセンター深見北会館 

 

４．参加者 

行政   ・・・神奈川県、大和市 

自治会  ・・・自治会長、交通安全・防犯に関心のある自治会員 等 

  関連団体 ・・・交通安全団体、防犯団体 

（各区域合計３０名程度） 
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５．問題点の抽出・点検（事前準備） 

●問題点の抽出 

参加者に事前アンケートを実施し、危険箇所、問題点等を抽出します。 

●現地確認 

事前アンケートをもとに、市職員が事前に現地を調査、確認します。 

（現地写真を撮影） 

●点検項目 

 点検項目 具体的内容 

交通安全 

道路・路面の状態 

・道路標示（横断歩道・停止線等） 

・路面の状況（凹凸・段差等） 

・交差点の見通し・死角 

施設の状況 
・信号機 ・標識 ・カーブミラー 

・ガードレール ・車止め等 

人・車・自転車の 

相互関係 

・駐停車による影響 

・横断歩道以外の横断状況 

・歩道、自転車通行帯の整備 

・交通マナー・モラル等 

道路と沿道の状況 
・生垣・植栽のはみ出し 

・看板などの障害物等 

防犯 

見通し（死角） ・障害物 ・公園の植栽等 

暗がり ・防犯灯等 

人通り ・人通り ・人家、店舗等 

 

６．改善案の検討 

●１～３班程度に分け、各班 10 人前後のグループを編成します。 

●事前にでた危険箇所等から、各班で優先して改善すべき危険箇所を選定し、その 

改善策等について、「それぞれの立場から何ができるのか」という視点から話し 

合います。 

 

７．検討結果の発表 

各班が、優先して改善すべき危険箇所について問題点と改善案を発表し、全体で検

討結果を共有します。 

 

８．各管理者による講評 

 市より、危険箇所についての対応等についてお話します。また、大和警察署より発

表内容を受けての、講評があります。 

 

９．点検結果の公表 

  点検結果を整理し、交通安全・防犯上の問題点に対し、改善に取り組みます。 

また、地域住民の交通安全・防犯に対する関心を高めるため、結果を公表します。 
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プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

     

 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

１３：００  開会・説明（２０分） 

    ・まちぐるみ安全点検の目的・本日の流れ（１０分） 

・事前説明事項（１０分） 

  

１３：２０  話し合い（１１０分） 

・自己紹介・役割決定（５分） 

  ⇒書記、発表者を決定。※市職員は進行役を務める。 

 

:::１３：２５  ・危険箇所等の情報共有（１５分） 

 ⇒事前アンケートの危険箇所、交通事故多発箇所の情報を共有する。 

 

:::１３：４０  ・優先して改善すべき危険箇所の決定（１５分） 

  ⇒話し合いシートから、優先的に解決すべき危険箇所を３箇所決める。 

   ※全体の危険箇所が少ない場合は、３箇所に限定しない。 

 

:::１３：５５  ・３箇所の危険箇所について話し合い（６０分） 

⇒優先度が高い順に改善策を考える。 

⇒危険箇所の現状や問題点を共有し、どういう状況が望ましいか、 

改善するためにそれぞれの立場から何ができるのかを話し合う。 

 

:::１４：５５   休  憩（１０分間） 

 

 

:::１５：０５  ・発表準備（１５分） 

⇒話し合った内容を発表できるようまとめる。 

 

１５：２０  発  表（３０分） 

         ⇒各班１０分を目安に発表する。 

         ⇒危険箇所の所在地、現状、問題点、望ましい姿、改善策（案） 

等を、地図や写真を使いながら発表。 

 

１５：５０  総  評（１０分） 

・大和警察署からのお話 

・まちぐるみ安全点検について（都市施設総務課） 

 

１６：００   閉  会 
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当日の様子 

１． 開会・説明 （全体） 

 当日の流れや代表的な交通安全対策、防犯灯について、プロジェクター等を使用して説明しました。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
２．話し合い （各班） 

事前アンケートをもとに各班で話し合いを行い、改善策（案）の検討、発表準備を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 発表 （全体）                    ４．総評（全体） 

 各班で話し合った現状・問題点・改善策（案）等の内容を全体    発表の内容やまちぐるみ安全点検 

に向けて発表しました。                     全体について、警察・主催者からの 

総評がありました。 

 

開会の挨拶の後、市職員により、代表的な交通安全対策について説明がありました。 

                     

危険箇所について、現地の写真・地図を 

見ながら改善策（案）を話し合いました。 

 

 

３班に分かれ、事前アンケート（各地区の危

険箇所等を事前にご提出いただいたもの）の

内容を共有しました。 

 

地図で点検箇所を示し、プロジェクターで現地の写真を見 

せながら、現状・問題点・改善策案について各班の代表者 

が発表し、参加者全体で点検内容を共有しました。 

 

画面拡大 

   

 
 

大和警察署から、発表内容や大和市の

交通安全等の現状について、お話があ

りました。 

 



中 央 林 間 内 山 自 治 会 中 央 林 間 西 自 治 会

中 央 林 間 北 自 治 会

大和市交通安全母の会連絡協議会
大和市交通安全シルバーリーダー
連 絡 協 議 会

大 和 市 交 通 指 導 員 連 絡 協 議 会

大 和 市 防 犯 協 会

大和警察署
(発表・総評のみ参加)

            参加人数　２2名 各班人数
                     　（内訳） 　　　　 　１班　　　  　7名
　　 自治会                        8名 　　　　 　２班　　  　　6名
　 　 　　　　 　３班　　 　　 5名
　 　交通安全・防犯団体　　4名
　 　行政機関　　　　　　　2名

　　     ※参加人数のうち市職員3名、警察2名

　　 市職員　　　　　  　    8名 　　　     は話し合いに参加しないため、各班

　　　     人数には含まれない。

　　　       

道 路 安 全 対 策 課 （ 道 路 ）

大 和 警 察 署 （ 警 察 ）

※管理者等名については、以降（）内の標記を使用。

県・国

交 通 安 全 関 連 団 体

行　政　機　関

参　加　団　体　一　覧　表

自  　治  　会

防犯関連団体

市

管　理　者　等　一　覧　表

5



げｎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちぐるみ安全点検実施予定範囲 

点検区域全体図・班割り 

対象自治会 

1 班：中央林間内山 

2 班：中央林間西 

3 班：中央林間北 

 

公所中央林間線 

まちぐるみ安全点検実施区域 
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1 班 

2 班 

3 班 



交通事故多発箇所一覧（※各班の地図に位置を表示しています）

地図№ 箇所№ 発生年 事故件数 場所 最寄りの店舗等 事故の詳細 日付 時間

軽四乗が後退時に停車中の普乗に正面衝突 H26.3.6 16:00

普乗と歩行者の接触（駐車場内） H26.3.7 18:10

普貸が普乗に追突 H28.4.19 13:40

普乗が自転車に側面衝突 H28.4.25 18:52

普乗が自転車に側面衝突 H26.3.8 13:20

普貨が軽四乗に追突 H26.3.9 11:37

普通乗用が自転車と衝突 H26.3.10 7:40

普乗が後退時歩行者に接触 H26.3.11 9:40

普乗が後退時に自転車と接触 H26.3.12 11:22

後退した普乗と歩行者の衝突 H26.3.13 12:20

普乗と自転車が出合頭衝突 H27.9.1 17:45

車種不明が左折時に電動補助機付自転車と接触 H27.12.21 17:10

軽四貨が歩行者に接触 H28.4.1 5:55

軽四乗に、自転車が驚愕し転倒したもの H28.6.8 15:07

普乗と自転車が出合頭衝突 H28.10.21 11:10

普貸が二種原に正面衝突 H28.5.20 8:45

普乗が対面歩行者と接触後、逃走 H28.11.25 16:14

普乗と自転車が側面衝突 H28.1.29 8:30

普乗が歩行者と接触 H28.3.28 9:15

軽四乗と自転車の出合頭衝突 H28.5.19 6:50

軽四乗が停止中の軽四乗に追突 H26.3.14 15:55

普通乗用が壁に衝突 H26.3.15 19:00

普乗が軽四乗に側面衝突 H26.3.16 22:00

普乗が右折時に横断歩行者と衝突 H28.2.23 7:37

普乗が右折時に横断歩行者と接触 H28.3.22 13:08

用語解説：普乗　⇒　普通乗用車 　　　軽四乗　⇒　軽自動車 　　　普貨　⇒　普通貨物車 　　　二種原⇒小型自動二輪車

1 中央
林間内

山

(5)

28 3

下鶴間1749-6

2

(3) 2

26

26

(2) 28

(1)

3 中央
林間北

(1)

下鶴間1554-5

中央林間6丁目-5

下鶴間1598

下鶴間1600-3

中央林間5丁目2-6

2

2

中央林間5丁目1-4

28 2

中央林間4丁目-12-1

2 中央
林間西

328

ファミリーマー
ト大和下鶴間店

駐車場

ワイモバイル
中央林間

セ・パルレ中
央林間

りんかんモー
ル

まるこビル

東急中央林間
ビル

2

(4) 2

(2)

3

26

26

26

(1) 228

27

7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公所中央林間線 

（中央林間駅周辺）区域 

１．中央林間内山 
 

公所中央林間線 

まちぐるみ安全点検実施区域 

中央林間内山自治会範囲 

小学校通学路   

１ 

３ 

２ 

４ 

歩道がない 
見通し悪い 

左折 右折 

●(2) 

◎(3) 

◎ 平成２６年交通事故多発箇所 4 箇所 

〇 平成２７年交通事故多発箇所 １箇所 

● 平成２８年交通事故多発箇所 2 箇所 

◎(4) 

◎ 

◎〇●(5)  

(1) 
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公所中央林間線（中央林間駅周辺）区域　　1班

№
区
分

所在地・現地写真 意見・アイデア等 改善策（案）
管理者
等

対応結果及び今後の対応

1
交
通

下鶴間1554～1598ー1の道路

会沢産婦人科、食生活ロピア中央林
間店

事前

＜現状＞
・この道路の片側（スーパーロピアより、
会沢産婦人科まで）に歩道がないため、
歩行者が車道へはみ出して通行してい
る.
＜問題点＞
・車の交通量が多く、スピードも出してい
るため、歩行者が危険である。 ・歩道を整備する。

市
（道路）

ご要望の路線は、幅員12メートルに拡幅
し、両側に歩道を設置する予定の都市計
画道路ですが、整備時期については未定
です。
整備を進めるにあたって、具体的な計画策
定後、用地買収、整備工事等があり、相応
の年数が必要となります。
（長期）
回答：市（道路）

事前

＜現状＞
・交差点に信号機がないため、歩行者が
横断しようとしても車の交通量が多く、渡
れない。
・数年前には、人身事故、死亡事故等も
発生しており、以前から信号機の設置を
希望しているが、危険個所No３の信号
機から近いという理由で設置されていな
い。
・この道路は都市計画道路の「公所中央
林間線」である。
＜問題点＞
・この交差点は道路がカーブしている箇
所にあり見透しが悪く、また、斜めから
道路が接続する変則形状であるため、
非常に危険である。

・「押しボタン式」の信号
機でも良いので設置し
てほしい。

・信号機を設置する。 警察

信号機については、交通管理者である警
察の所管となるため、大和警察署に要望
を伝えます。
（短期）
回答：市（道路）

①「この先横断歩道あ
り」の立看板を設置す
る。

①平成30年度内に、付近のカーブミラーに
「この先横断歩道あり」の立看板を設置し
ます。
（中期）
回答：市（道路）

②横断歩道に赤いラ
インを引く。

②横断歩道が目立つよう、カラー舗装を設
置します。
（中期）
回答：市（道路）

9

2
交
通

下鶴間1540、1541、1549の交差点

ホクソンベビー、大久保工務店

市
（道路）

現状・問題点

・歩車分離式の信号機
を設置する。
・ハンプを設置する
（振動、騒音が生じる可
能性があるため、難し
い）

＜現状＞
・横断歩道があるが、交通量が多く渡れ
ない。
・横断歩道で歩行者が立っていても、車
が止まらない。
・車がスピードを出して走行している。
＜問題点＞
・車と歩行者が接触する危険性がある。

当日



公所中央林間線（中央林間駅周辺）区域　　1班

№
区
分

所在地・現地写真 意見・アイデア等 改善策（案）
管理者
等

対応結果及び今後の対応

事前

＜現状＞
・歩者分離式の信号機でなく、歩行者と
車が同時に通行するため、車が右左折
する際、歩行者が途切れるまで曲がるこ
とができず、後続の車が通行できなくな
り、渋滞が頻繁に発生する。
＜問題点＞
・車道が狭い為、車が右左折しようとす
ると、後続の車が通行できなくなる。
・2～３年後には、この交差点近くに、857
世帯のマンションができ、渋滞がさらに
悪化する可能性があるため、早期の改
善を望む。

・平日の夕方や週末は
買い物客（ロピア、エイ
ヴィ等）が非常に多い
為、この交差点の信号
機を「歩車分離式」にし
てもらいたい。

・この交差点及び1614
番地（大和高校入口）
交差点の信号機も「歩
車分離式」にすれば、
車の流れも改善される
と思われる。

警察

信号機については、交通管理者である警
察の所管となるため、大和警察署に要望
を伝えます。
（短期）
回答：市（道路）

①信号機を歩車分離
式にする。

①信号機については、交通管理者である
警察の所管となるため、大和警察署に要
望を伝えます。
（短期）
回答：市（道路）

②車が抜けられるよう
に車道の中央線を少
し南側へ移設する。

②当該箇所のセンターラインについては、
交通管理者である警察の所管となるため、
大和警察署に要望を伝えます。
（短期）
回答：市（道路）

事前

＜問題点＞
・2～3年後には、この交差点近くに857
世帯のマンションができ、渋滞がさらに
悪化する可能性があるため、早期の改
善を望む。

・平日の夕方や週末は
買い物客（ロピア、エイ
ヴィ等）が非常に多い
為、この交差点の信号
機を「歩車分離式」にし
てもらいたい。

・この交差点及び1598
－8番地（中央林間六
丁目）交差点の信号
機も「歩車分離式」に
すれば、車の流れも改
善されると思われる。

警察

信号機については、交通管理者である警
察の所管となるため、大和警察署に要望
を伝えます。
（短期）
回答：市（道路）

当日

＜現状＞
・歩者分離式の信号機でなく、歩行者と
車が同時に通行するため、車が右左折
する際、歩行者が途切れるまで曲がるこ
とができず、後続の車が通行できなくな
り、渋滞が頻繁に発生する。
＜問題点＞
・車道が狭い為、車が右左折しようとす
ると、後続の車が通行できなくなる。

・信号機を歩車分離式
にする。

警察

信号機については、交通管理者である警
察の所管となるため、大和警察署に要望
を伝えます。
（短期）
回答：市（道路）

1
0

下鶴間1598－8　中央林間六丁目交
差点

ラプラ中央林間、スーパーロピア

4
交
通

下鶴間1614　大和高校入口交差点

ファミリーマートサンズ中央林間店

3
交
通

※事前＝事前アンケートの内容、当日＝当日話し合った内容、当日追加＝当日新たに追加された内容
※管理者等（市・県の担当課等）　市（都市）＝都市施設総務課、市（道路）＝道路安全対策課、市（土木）＝土木管理課、市（生活）＝生活あんしん課、
市（学校）＝学校教育課、市（公園）＝みどり公園課、警察＝大和警察署、県＝神奈川県厚木土木事務所東部センター

＜現状＞
・交差点の北側が調整区域の住宅地の
ため、特に歩行者と車のすれ違いが激
しい状況であり、右左折待ちの車で後続
の車が通行できなくなってしまう。

当日

現状・問題点

警察



  

公所中央林間線 

（中央林間駅周辺）区域 

２．中央林間西 
 

まちぐるみ安全点検実施区域 

中央林間西自治会範囲 

小学校通学路                   

公所中央林間線 

① 
② 

③ 

④ 

２ 

中央林間 3-22 

☆危険箇所Ｄ 

 

１ 

☆危険箇所Ｃ 

 

 

☆
危
険
箇
所
Ｅ 

 

☆危険箇所Ｂ 

 

☆危険箇所Ａ 

 

●(1) 

● 平成２８年交通事故多発箇所 2 箇所 

●(2) 
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公所中央林間線（中央林間駅周辺）区域　　２班

№
区
分

所在地・現地写真 意見・アイデア等 改善策（案）
管理者
等

対応結果及び今後の対応

中央林間5－7付近交差点

三吉野菓子店

事前

＜現状＞
・交差点での車の接触事故が多い。
・自転車と歩行者との接触事故が多
い。
・一時停止の路面標示が消えている。
・（地図①②の箇所）カーブミラーがな
い。
・（地図③の箇所）交差点内のセンター
ライン黄色（追越禁止）線がない。
・（地図④の箇所）死角交差点である。
＜問題点＞
・三吉野菓子店側にカーブミラーがな
いので、小さい事故が頻発している。

・カーブミラーを設置す
るのが望ましい。
※地図の①か②の箇
所に設置。

・カーブミラーを設置す
る。
※地図の①か②の箇
所に設置。

市
（道路）

カーブミラーにつきましては、交差点に進
入する際、見通しが確保されているた
め、設置しません。
まちぐるみ安全点検当日に詳細を伺った
ところ、北から交差点に進入する車が東
を確認するためのカーブミラーの設置要
望とのことでしたので1‐1（当日）④で回
答します。回答：市（道路）

①南側道路の停止線
の位置を北側へ移設
する。

②斜めの道路に「７－
９（通学時間帯）」の交
通規制をする。

③夜になると暗いの
で、照明灯を設置す
る。

③当該交差点には道路照明灯がすでに
設置されており、現段階では道路照明灯
を追加する予定はございませんが、東か
らくる車に対し、速度抑制を促す路面標
示を実施します。また、通過する車が交
差点である事を認識しやすくするため、
交差点内の薄くなっている外側線の引き
直しを行います。
回答：市（道路）

④北側から進入する
際、左方からの車が視
認できるようにカーブミ
ラーを設置する。

④当該交差点について、スーパー前の
路上駐車の取り締まりを警察に要望しま
す。
東方向の見通しについては、スーパー前
に路上駐車がある状態でも、徐行して交
差点に進入すれば、見通しを確保するこ
とができるため、カーブミラーの設置はし
ません。
しかし、東方向から速度を上げて進入す
る車が多くあるため、速度抑制を促す路
面標示を行います。（中期）
回答：市（道路）

①②一時停止及び進入禁止等の交通規
制の要望については、交通管理者であ
る警察の所管となるため、大和警察署へ
要望を伝えます。
（短期）
回答：市（道路）

現状・問題点

警察

市
（道路）

1-1
交
通

当日

＜現状＞
・交差点南側の道路の停止線が交差
点から離れすぎている。
・交差点の北側から進入する際、東側
道路の車両を視認しにくい。
・夜になると暗いので、運転手が歩行
者を視認しにくい。
＜問題点＞
・南側道路の停止線の位置が手前す
ぎるため、交差点近くまで車が飛び出
してきて危険である。
・斜めの道路は座間街道方面から国
道１６号方面への抜け道として使われ
ている。
・スーパー前にて、路上駐車が多く、北
側から進入してきた車から左方の車が
視認できない。

・南側道路の停止線
の位置を変更する。
・斜め道路を規制し事
故を減らす。
・夜になると暗いの
で、照明灯を設置す
る。
・北側から進入する
際、左方からの車を視
認できるようにカーブミ
ラーを設置する。

1
2



公所中央林間線（中央林間駅周辺）区域　　２班

№
区
分

所在地・現地写真 意見・アイデア等 改善策（案）
管理者
等

対応結果及び今後の対応

1-2
交
通

中央林間5－7付近交差点

三吉野菓子店

事前

＜問題点＞
・（地図③の箇所）中央林間5－7交差
点内（相模原カントリー小田急線北口
間の道路）には、優先道路の規制表示
が設置されていない。

・優先道路ならば、交
差点内にも追越し車
線及び優先道路の規
制表示を設置する。
※地図の③の箇所に
設置。

警察

追い越しのための右側部分はみ出し通
行禁止等の規制標示については、交通
管理者である警察の所管となるため、大
和警察署へ要望を伝えます。
なお、現地を確認したところ、一時停止
が薄くなっていましたので、こちらも大和
警察署へ塗り直しの要望を伝えます。
（短期）
回答：市（道路）

1-3
交
通

中央林間5－7付近交差点

三吉野菓子店

事前

＜問題点＞
・自転車の飛び出しが多い。
・この交差点は死角になっている。
※地図④の箇所 市

（道路）

より多くの自転車利用者の方々へ交通
ルールとマナーの周知・徹底できるよう
に、自転車安全利用講習会や自転車教
室、街頭キャンペーンなどを通して、粘り
強く啓発活動を行ってまいります。
（中期）
回答：市（道路）

事前

＜現状＞
・自転車止まれの表示はあるが、道路
標示の「止まれ」の標示がない。 ・「止まれ」の標示を設

置する。

一時停止等の交通規制については、交
通管理者である警察の所管となるため、
大和警察署へ要望を伝えます。
（短期）
回答：市（道路）

当日

＜現状＞
・北側から南側に抜ける車が多い。
・交差点に停止線がない。
＜問題点＞
・抜け道で車が多く、停止線が無いた
め事故が多い。

・一時停止の標示、標
識の設置を行うのが
好ましい。

・一時停止の標示、標
識の設置を行う。

一時停止等の交通規制については、交
通管理者である警察の所管となるため、
大和警察署へ要望を伝えます。
（短期）
回答：市（道路）

３
交
通

中央林間3－9－6、3－11－8付近六
差路

事前

＜現状＞
・車の交通量が多い。
・歩行者が多い。
＜問題点＞
・横断歩道で車が止まらず、歩行者が
危険である。

市
（道路）

当該箇所については、平成29年12月に
カラー舗装と一部区画線の塗り直しを行
いました。
道路交通法第３８条の規定により、横断
歩道付近を走行する際は、ドライバーと
しての義務があることから、違反者に対
して取り締まりを行うように大和警察署
へ要望します。
また、前方に横断歩道がある事を意味す
るダイヤマークの復旧についても、警察
に要望します。
現地を確認したところ、減速ドットの一部
が薄く、認識しずらい状況であるため、塗
り直しを行います。（中期）
回答：市（道路）

２
交
通

中央林間3－22付近交差点

警察

現状・問題点

1
3



公所中央林間線（中央林間駅周辺）区域　　２班

№
区
分

所在地・現地写真 意見・アイデア等 改善策（案）
管理者
等

対応結果及び今後の対応

４
交
通

中央林間3－22－14、3－25－14付
近交差点

事前

＜現状＞
・一時停止の標示が薄くなっている。
＜問題点＞
・一時停止の標示が薄くなっている。

・一時停止の標示の
塗り直しを行うのが好
ましい。

・一時停止の標示を塗
り直す。

警察

一時停止等の交通規制については、交
通管理者である警察の所管となるため、
大和警察署へ要望を伝えます。
（短期）
回答：市（道路）

※事前＝事前アンケートの内容、当日＝当日話し合った内容、当日追加＝当日新たに追加された内容
※管理者等（市・県の担当課等）　市（都市）＝都市施設総務課、市（道路）＝道路安全対策課、市（土木）＝土木管理課、市（生活）＝生活あんしん課、
市（学校）＝学校教育課、市（公園）＝みどり公園課、警察＝大和警察署、県＝神奈川県厚木土木事務所東部センター

1
4

現状・問題点





公所中央林間線（中央林間駅周辺）区域　　３班

№
区
分

所在地・現地写真 意見・アイデア等 改善策（案）
管理者
等

対応結果及び今後の対応

１
交
通

中央林間4-4～4-15付近道路

コナミスポーツクラブ中央林間

事前

＜現状＞
・自転車のマナーが悪い。
・自転車に乗っている人も、歩行者も左
右自由に通行している。
※中央林間駅からコナミスポーツクラブ
へ向かう道路
＜問題点＞
・中央林間は自転車の利用者が大変多
い。
・道路が狭い。

・自転車の乗り方のマ
ナー等の指導を行う。

・現場にて、交通指導
員による指導を月１回
行う。あるいは役所等
の交通課により指導を
行う。
※その場での指導が
必要です。又、外国の
人の指導・教育が急
務。

市
（道路）

交通指導員は、通学路の交通安全を目
的に各小学校に配置されていますので、
自転車利用者への指導のために配置す
ることは出来かねます。
代わりに、自転車利用者への交通ルー
ルとマナーの周知のため、当該路線に
啓発看板の設置を行います。
また、市では平成30年1月より、自転車
の交通安全意識向上を目指し、16歳以
上の市内在住、在勤、在学、在活動者を
対象に「自転車見回りサポーター」の募
集を行っています。今後は、市とサポー
ターの方々で連携して交通安全啓発活
動に取り組んで参ります。
（中期）
回答：市（道路）

①西側に向かう車に
対し、徐行するよう路
面標示を設置する。

警察

①西側へ向かう車に対し、速度抑制の
効果がある「速度おとせ」の路面標示の
復旧を行います。
(中期)
回答：市（道路）

②横断歩道部に“イ
メージハンプ”等を表
示し、徐行を促す。

市
（道路）

②速度抑制の効果がある対策として、中
央線と「速度おとせ」の復旧を行います。
(中期)
回答：市（道路）

①横断歩道を塗り直
す。

②進入禁止の標識を
大きくし、再塗装する。

③西側に向かう車に
対し、「速度落とせ」の
路面標示を設置する。

市
（道路）

③西側へ向かう車に対し、速度抑制の
効果がある「速度おとせ」の路面標示の
復旧を行います。
(中期)
回答：市（道路）

1
6

①②横断歩道及び進入禁止等の規制標
識については、交通管理者である警察
が所管となるため、大和警察署へ要望を
伝えます。
（短期）
回答：市（道路）

現状・問題点

２
交
通

中央林間4-12 東急ストア南東側交
差点

東急ストア

事前

＜現状＞
・東側へ向かう車について、左右に二つ
ずつ道路があり、進入禁止の道路が分
かりづらい。
・西側に向かう車は早い速度で通過する
場合が多い。
・東側へ向かう車は大体徐行している。
＜問題点＞
・西側と東側それぞれの車の速度の差
が大きく、横断歩道を渡る歩行者が危
険。
・横断歩道が薄くなっている。

・横断歩道を塗り直す。

当日

＜現状＞
・横断歩道が薄くなっている。
・進入禁止の標識が薄く、分かりづらい。
・西側へ向かう車の速度が速い。

・横断歩道の塗り直し。
・進入禁止の標識を見
やすくする。
・西側へ向かう車に対し
て「速度落とせ」の路面
標示を設置する。

警察



公所中央林間線（中央林間駅周辺）区域　　３班

№
区
分

所在地・現地写真 意見・アイデア等 改善策（案）
管理者
等

対応結果及び今後の対応

①一時停止の標識を
逆にする。

警察

①一時停止等の交通規制については、
交通管理者である警察の所管となるた
め、大和警察署へ要望を伝えます。
（短期）
回答：市（道路）

②カーブミラーを設置
する。

市
（道路）

②カーブミラーについて、交差点に進入
する際、一時停止を行い、徐行して交差
点に進入すれば、見通しは確保できるた
め、設置しません。
交差点を通行する車に対し、五差路であ
る事を強調するため、交差点マークを設
置します。
現地を確認したところ、停止線、止まれ
の文字が薄くなっているため、交通管理
者である警察に塗り直しを要望します。
回答：市（道路）

①横断歩道を新設す
　る。

①横断歩道の新設については、交通管
理者である警察の所管となります。
大和警察署に確認しましたところ、横断
歩道の新設には歩行者溜まりが必要で
あり、また前後の横断歩道と一定以上間
隔をあける等の設置基準があるため、当
該箇所に設置するのは難しいとのことで
す。
回答：市（道路）

②信号機を設置する。

②信号機については、交通管理者であ
る警察の所管となるため、大和警察署に
要望を伝えます。
（短期）
回答：市（道路）

①横断歩道を新設す
る。

②信号機を設置する。

４
交
通

中央林間4丁目24付近
南大和相模原線交差点

三菱電工冷熱㈱大和事業所

事前

＜現状＞
・横断歩道の表示がない。
＜問題点＞
・中央林間2丁目や4丁目から林間モー
ルへ向かう道路については、片側のみ
歩道が整備されているが、突き当りの道
路について、歩道が整備されている側に
は横断歩道が設置されていない。
※歩道が整備されていない側の突き当
りには横断歩道が設置されている。
（東洋製作所の工場の前）
・歩行者の動線に無理があり危険。

当日

＜現状＞
・横断歩道は、東洋製作所の工場の前
のみ設置されている。
＜問題点＞
・ホームセンター等の利用者が交差点付
近や店舗の前で横断しており、危険であ
る。

①②横断歩道及び信号機の設置につい
ては、交通管理者である警察の所管とな
るため、大和警察署へ要望を伝えます。
（短期）
回答：市（道路）

・カーブミラーを取付け
てはどうか。

・横断歩道の新設。
・信号機の設置。

警察

・横断歩道の新設を望
むが、今後大型マン
ションができると、マン
ションの住民の入居
後、動線が変化すると
思われるため、様子を
見ながら検討をお願い
する。

警察

３
交
通

中央林間4－19－12

皇神乃宮（神社）

事前

＜現状＞
・左折をする際、見通しが悪い。
・交差している道路（直角）との、優先順
が逆ではないか。
＜問題点＞
・直角の交差点は、東西方向には通行
量が少ないのに、一旦停止がない。対し
て、南北には通行量が多いのに一旦停
止の標識がある。
・標識を逆にしてはどうか？

1
7

※事前＝事前アンケートの内容、当日＝当日話し合った内容、当日追加＝当日新たに追加された内容
※管理者等（市・県の担当課等）　市（都市）＝都市施設総務課、市（道路）＝道路安全対策課、市（土木）＝土木管理課、市（生活）＝生活あんしん課、
市（学校）＝学校教育課、市（公園）＝みどり公園課、警察＝大和警察署、県＝神奈川県厚木土木事務所東部センター

現状・問題点



まちぐるみ安全点検実施後、参加者の皆さんにアンケートにご協力いただきました。

この結果は、今後のまちぐるみ安全点検を改善する際の参考とさせていただきます。

１．アンケート回答者について

２．まちぐるみ安全点検への参加理由（※複数回答あり）

３．まちぐるみ安全点検の実施内容について

　①点検区域の対象範囲について、どこまでが良いと思いますか。

 　②点検の実施方法について、良いと思うのはどれですか。

まちぐるみ安全点検についてのアンケート結果

男性

82%

女性

9%
無回

答

9%
60代

27%

70代以上

64%

無回

答

9%

48

＜性別＞ ＜年齢＞

A…事前アンケート＋話し合い（※今回）

B…事前アンケート＋現地点検＋話し合い

C…現地点検＋話し合い

D…その他

A…対象路線とその周辺の事故が多い区域（※今回）

B…対象路線とその周辺の自治会区域内すべて

C…対象路線のみ

D…その他

0 2 4 6 8 10 12

交通安全対策について興味・関心があるから

防犯対策に興味・関心があるから

地域の危険箇所について興味・関心があるから

改善してほしい危険箇所があったから

関係団体（自治会、交通安全・防犯団体等）の代表として

参加

0 1 2 3 4 5 6 7

D

C

B

A

0 1 2 3 4 5 6 7

Ｄ

Ｃ

B

A
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 　③実施日数・時間について、どれが良いと思いますか。

 　④話し合いに参加した方が良いと思う対象について選んでください。（複数回答可）

 　⑤話し合いは、どこを対象にしたら良いと思いますか

４．その他、ご意見・ご感想等ありましたらご記入ください。

　　・担当地域を事前に知りたかった。
　　・今後も継続するべきと考えます。
　　・有意義な会でした。今日の提案を参考にして、早急な対応をお願いします。

【　貴重なご意見をありがとうございました。　】

A…事前アンケートの危険箇所＋交通事故多発箇所（※今回）

B…事前アンケートの危険箇所のみ

C…交通事故多発箇所のみ

D…その他

※無回答1名

A…半日（午後３時間程度）（※今回）

B…１日（午前３時間、午後各3時間程度）

C…2日（午後3時間を2回）

D…その他

A…今回と同じでよい。

（自治会＋交通安全・防犯団体＋県・市職員）

B…学校・ＰＴＡ

C…地元の商店街

D…公募の地域住民

E…地域の企業

F…地域の大型スーパー・店舗等

G…その他
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管理者連絡先一覧 ～こんな時には、どこに連絡？～              ※詳しくは、各管理者にご連絡ください。 

内  容 管 理 者 連 絡 先 

市道 

カーブミラー・道路照明灯の設置 

大和市 

道路安全対策課 道路整備担当 046-260-5409 
外側線、スクールゾーン標示やカラー舗装の設置・補修 

「スピード注意」「児童に注意」などの看板・警戒標識の設置 
道路安全対策課  

交通安全・自転車対策担当 
046-260-5118 

カーブミラー・道路照明灯・看板・警戒標識の補修・清掃 

土木管理課 維持補修担当 046-260-5412 道路や側溝の補修・清掃 

街路樹の剪定 

垣根（個人宅）の剪定の指導 ※道路へ樹木のはみ出しがある場合 土木管理課 許認可担当 046-260-5404 

市内 

公園灯・時計の設置 みどり公園課 公園整備担当 046-260-5450 

公園の樹木の剪定・公園灯の補修・維持管理など みどり公園課 公園管理事務所 046-260-5780 

自主防犯活動支援に関すること 
生活あんしん課  

防犯地域コミュニティ担当 
046-260-5162 防犯灯の補修・維持管理など 

※設置に関しては、地域の自治会を通じてご要望ください。 

県道 県道４０号、４５号、５０号、５６号、４５１号に関すること 
神奈川県 

神奈川県厚木土木事務所 

東部センター 
0467-79-2800（代表） 

国道 国道４６７号に関すること 

国道 
国道２４６号、大和厚木バイパスに関すること 

国土交通省 
横浜国道事務所 厚木出張所 046-221-0004 

国道１６号に関すること 相武国道事務所 八王子出張所 042-645-5562 

指示標示（横断歩道、停止線など）・規制標示（駐車禁止など）・規制標識 

（一方通行、車両進入禁止など）の設置・補修 

大和警察署 

交通課 交通総務係 

【市要望窓口】 

道路安全対策課 

交通安全・自転車対策担当 

046-260-5119 

046-261-0110（代表） 信号機の設置・補修 

一方通行規制、時間帯侵入禁止の指定 

不審者など防犯に関すること 生活安全課 防犯係 
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平成３０年８月発行 大和市 都市施設部 都市施設総務課 

大和市下鶴間一丁目１番１号 TEL 046-260-5406 


